
第 章

──

市場経済

慣習法的土地

化と

権の法

マ

的位

イノリティ

置づけの諸相

ー

と展望──

本章の

ノリティ

どのよう

問

課

ー

に

題の所在

題は，市場経済

社会の存在価

法律上確保して

アおよび

である。

南太平洋のいくつ

すでに市場経済の

社会から

（自決値

いくかに

かの国の

なかで生

は相

権・

つい

対的に独立して

生存権・主体性

て，土地法に焦

事例を取り上げ，比

活を営んでいる人々

存在して

・自由・幸

点を当て

較し，検

の社会的

い

福

，

る マイ

など）を

東南アジ

討すること

公正の確保

という課

に独立し

社会的公

っそうの

れている

題

た

正

グ

と

とともに，いわ

独自の生活様式

の確保のあり方

ローバル化によ

いってよい。彼

化・社会

ら，現在

の崩壊という危機

世界的に強く要請

ゆる発展

を保持し

も無視で

って，今

らに対す

途上

てい

きな

日自

る社

国においては，

る人々が相当数

い。彼らは，現

立的生活の喪失

会的公正の確保

に直面し

されてい

ているというまさ

るところである。国

市場経済

おり，彼

代世界経

の危機に

は，彼ら

か

ら

済

最

が

ら相対的

に対する

のよりい

もさらさ

独自の文

にその生

際連合の

存の危機か

先住民族

の権利に

現われで

本章で

基盤のみ

ろ市場経

関

あ

は

な

済

する宣言 草案
（ ）る 。

土地法に焦点を

らず，文化的基

の側が，土地を

にみられ

当てるが

盤を大き

それ以上

る国

，そ

く土

に必

際機関での取組

れは マイノリ

地に依存してい

要としており，

み等は，

ティー

るだけで

両者の衝

そ

が

な

突

の一つの

その生活

く，むし

は，土地



を介して

利益をめ

顕在化

ぐる同

するのが一般的であ

一平面上での争いに

るからで

還元で

ある。そしてその衝

きない性質のもので

突は，経

ある。つ

済

ま

り， マ

済の経済

的問題を

ここで

るならば

イノ

性

そ

問

，

リテ

をの

れは

題と

その

いる人々

している

であっ

人々を

ィー の土地に対す

みそこに見い出すと

含んでいる。

する マイノリティ

周辺 で，相対的

る

いう

ー

に市

ホー

一面

とは

場経

て，市場経済の浸透

指す。したがって，

以前より

市場経済

リスティックな見方

的な見方との対立と

，市場経済社会を

済からは独立した生

と，

い

中

活

市場

う，根

心 と

を営ん

ほぼ同じ地域で土地

とは異質の自給的小

利用を継

社会を中

経

源

す

で

続

心

に生活し

益動機に

ー は，

この

これは，

て

基

こ

マ

欧

いる

づく

の議

イノ

州移

ジーラン

民 とい

ドには

う用語

人々のことを意味す

他の文化・社会への

論からは除外する。

リティー にほぼ重

民が大量に流入した

る。

移民

なる

南北

いわ

によ

用語

アメ

適合的であるけれど

は適切でない場合が

も，東南

多い。し

ゆる在外中国人など

って形成される マ

として 先住民 が

リカやオーストラリ

の

イ

あ

ア

経済的

ノリテ

る。だ

・ニュ

アジアでは事情は異

たがって本章では，

なり 先

より普遍

利

ィ

が

ー

住

妥

当性をも

象自体が

り，定義

また，

ある。例

つ

を

こ

え

マ

先住

明確

の地

ば，

が少数民

国は，小

族とい

さな島

イノリティー とい

民 という用語を使

にしながらその用語

域には，多数民族と

約 の民族が認めら

う用

用

も使

少数

れ

語を

して

用す

民族

るパ

うような状況である

々にそれぞれ分かれ

。フィジ

て住んで

使用する。ただ本章

いる場合もあるので

ることとする。

という分け方が適当

プアニューギニアで

で

，必

で

は，

の分析

要な

ない国

すべ

ーやソロモン諸島と

いるという地理上の

いった島

条件が民

対

限

が

て

嶼

族

を分けて

少数民族

法が生き

ィー と

さらにこ

い

の

て

い

の

ると

形成

いる

う語

用語

もいえる状況にあり

は起きにくい。ある

世界でもっぱら生活

を定義すれば，この

は，市場経済のボー

，ひ

程度

して

用語

ダー

とつ

変容

いる

は彼

レス

の島のなかにおける

を被っているとして

人々という意味で

らもカバーできるこ

化に対応した，国境

多

も

マ

と

に

数民族

なお慣

イノリ

になる

こだわ

と

習

テ

。

ら



ない普遍

さらに

性を併せもつ。

，多数民族と少数民族とい
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う区別がある国でも

化とマイノリティー

，多数民族も少数民

族も部分

場合もあ
（ ）ある 。

市場経

り入れた

的

る

済

複

にしか市場経済

。近年徐々に市

とは，ここでは

合経済を意味し

している

達した市

とはいえないけれ

場経済を国内にか

化してお

場経済を

資本主義

ている。

ども，部

かえもっ

らず

取り

が生

途上

，ともに マイ

入れはじめたラ

き残りのために

国においては，

分的には世界経済と

ているし，その部分

ノリティ

オスは，

社会主義

市場経済

リンクし

は経済開

ー

そ

的

が

である

の典型で

施策を取

十分発達

て高度に発

発政策を通

じてます

関によっ

素を市場

て，いま

は大きく

ま

て

経

や

は

す拡大しつつあ

提示される，高

済の発達過程に

先進国か途上国

ない。特に マ

性をもた

たまたそ

ない。なぜなら，

の複合形態である

る。また

度先進工

おいて同

かという

イノリテ

，援

業諸

時並

違い

ィー

助政策を通じて

国において達成

行的に取り入れ

は，経済体制の

の問題を考え

資本主義

現代福祉

的であろうが社会主

的国家であろうが，

先進諸国

された福

つつある

あり方と

るとき，

や

祉

。

い

あ

国際的機

国家的要

したがっ

う点から

まり重要

義的であ

彼らにと

ろうが，は

ってそれは

本質的に

はかる政

今日，

ては，そ

ていこう

は

治

東

の

と

同じような物質

権力として立ち

南アジアおよび

解体と同化とい

いう動きも，み

ラリアの

ィリピン

マボ判決およびそ

の 先住民権利法

主義・経

現われて

南太平洋

う大きな

られるよ

済主

くる

諸国

流れ

うに

義を基盤とし，

からである。

で， マイノリ

のなかにも，逆

なってきた。後

れを受け

（第 節

て制定された 先

で検討）は，その例

そのさら

ティー

にその存

に言及す

な

社会

在

る

る拡大を

に対し

を認知し

オースト

住民権原

である。

法 （ ）やフ

これらの動

きは，グ

力を低下

模な自立

協力にし

ロ

さ

的

ろ）

ーバルな市場経

せ，その結果こ

社会も，グロー

ようになってき

済の進展

れまで国

バル政治

た現代歴

とと

民国

経済

史

もに，国民国家

家内に封じ込め

と直接関係を

段階に対応する

の枠組み

られてき

取り結ぶ

ものと考

が

た

（対

えら

相対的に

より小規

立にしろ

れる。



東南アジア・南太平洋地域の マイノリティー と土地法

．

本節で

の際の視

マイ

は

点

ノリ

，東

は，

いるかど

か，であ

うか，

る。

ティー と土地政策

南アジア・南太平洋

マイノリティー 住

認められているとし

を

地域

民

めぐ

の各

の慣

たら，

る状況

国の土地法を比較検

習的土地権が法的に

どのような権利内容

討

認め

する。

られ

としてな

そ

て

の

ここで

地との間

にバリエ

筆者が調

口が比較

慣

に

ー

査

的

習的

おけ

ショ

して

稠密

共同体同

同体とし

士も境

ての結

土地権と一言で言っ

る諸関係のあり方，

ンに富んでいること

いるフィリピンのボ

で，急斜面における

てし

いわ

に，

ント

棚田

まっ

ゆる

十分

ク族

での

を接しており，水源

束が比較的強く形成

地をめぐ

されてお

たが，その起源とな

土地慣習法は，民族

留意する必要がある

などは，地縁共同体

稲作を主たる生業と

る

に

。

を

し

住民の

よって

例えば

形成し

ている

る紛争も存在する。

り，土地の利用に関

それゆえ

する共同

土

実

，

人

。

共

体

規制も強

帯雨林の

地は共同

の下位集

り，一定

い

な

体

団

の

。し

かに

が主

であ

面積

のの価値

が直接問

は希薄

題とさ

かし，パプアニュー

埋没するように小さ

体となって管理する

るサブクランごとに

を占有して農耕を営

ギニ

な居

の

利用

んで

アの

住地

では

され

いる

である。むしろ主食

れる。この二つの事

とするサ

例は両極

中高地などでは，鬱

が点在するといった
（なく，父系クラン

ている。そこでは土

わけではないので，

蒼

状
）ある

地

土

とした

況で，

いは

は十分

地その

ゴ澱粉を取るサゴヤ

端であり，この間に

シの所有

さまざま

熱

土

そ

あ

も

権

な

種類・程

定されて

市場経

つ経済的

的立場

度

，

済

価

（経

の土

存在

社会

値の

済主義

地との関係様態が，

する。

においては，土地を

みがもっぱら考慮さ

）であって，それ自

民族

含む

れる

体

性や

自然

。そ

超歴

その居住地の生態系

環境や人間という自

れは近代主義の根底

史性や超文化的普遍

と

然

を

性を

生業に

存在の

なす基

有し

規

も

本

て



いるわけ

の存在様

ではない。近年文

式の解釈において

化人類学

，土地お

においては，研究対

よびそこに投下され
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象とする

た人間労

化とマイノリティー

民族や文化

働のもつ意

味の相対

民族によ

統的生活

を舞台に

向を受け

化

っ

は

し

た

ということが，

て人間と土地と

経済的価値を生

ているわけでは

近代人の思い込

にほかな

民族に

らない。

よって多様である

追究され

の関係は

み出すも

なく，一

みである

てい

さま

のと

様に

こと

る。それは，先

ざまであり，必

しての土地と強

そう考えるのは

がしだいに明ら

土地がもつ意味を，正確に認

にも示し

ずしも近

く結びつ

単なる経

かになっ

た

代

い

済

て

ように，

以前の伝

た共同体

主義的偏

きたから

識しないまま慣習的

土地権を

権利に転

が生じて

民の土地

換しよう

外

換

い

保

と

部的権力が 認

をはかったクッ
（ ）る 。それらを

有形態を共同保

した。実は当該

土地保有

た。また

・利用はあまり行

その利用目的もサ

定 し，

ク諸島や

植民地化

有である

地域では

われてお

ブシステ

それ

フィ

し

と一

伝統

を登記させるこ

ジーでは，かえ

た宗主国ニュー

義的に決めつけ

的には，共同体

らず，個人的な土地

ンスの充足に限られ

とによっ

って大き

ジーラン

て，共同

全体やク

利用が支

ていた。

て

な

ドは

所

ラ

国法上の

土地問題

，土着

有権に転

ンによる

配的であっ

もちろん宗

主国の土

めの方途

され，そ

る。土地

民は少し

地

と

れ

所有

で

所有権の確定は

して考えられた

と所有権の確定

権が利益を生み

も多くの土地所

出して，

きわめて

所有権を主張したの

ルーズに承認した

，土地を

ものであ

とが結合

出すとい

有権を手

市場

った

され

う

に入

経済的に利用し

が，共同保有と

ることによって

市場経済的原理

れようと，あら

である。

ため，わず

土地裁判所は，慣習

かな面積の土地に

やすいよ

いう 伝

，混乱を

の導入に

ゆる系譜

う

統

き

よっ

関

にするた

が創出

たしてい

て，土着

係を探し

的土地権

，何十人・

原の証拠を

何百人もの

所有権者

進まず，

利用が進

ジーラン

な悲喜劇

が

他

ま

ド

は

生まれてしまっ

方でしだいに生

ない土地への権

へ出稼ぎ・移住

，多少形は違っ

た。結果，

活が市場

利を確保

している

ても，パ

共同

経済

しつ

，

プア

所有権の下での

化してきた土着

つ実際には，旧

というのが現状

ニューギニアで

土地利用

民の多く

宗主国で
（である

も起きつ

は

が

あ
）。そ

つ

ほとんど

，経済的

るニュー

のよう
（ ）ある 。



慣習法

るもので

的世界

はなく

においては，土地と

，また単なる労働主

人間の関

体と労働

係は，単に二者間だ

対象という経済関係

けで成立

に全面的

す

に

還元でき

土地制度
（できる

象なので

儀礼性

る

の
）。

特

は

もの

特徴

重層

に特

全

性 とは

的である

土地を

と同時

ではない。杉島がい

は， 重層性 ・ 全

性 に関しては，近

徴とするにはあたら

体性 の一部をな

うよ

体

代

ない

すも

うに

性

社会

が，

のな

めぐる社会現象が，

に，そのいずれにも

宗教的

還元しえ

，アジア・太平洋地

・ 儀礼性 という

においてもしばしば

その他の二つは考慮

ので一緒に紹介する

域

三つ

みら

に

と

の慣習

に集

れる

値する

， 全

，法的，道徳的，政

ない ものであると

治的，経

いうこと

的

約

現

。

体

済

を

意味する

われてい

立する宗

彼が主

ば，霊的

。

る

教

と

存

近代

。杉

性あ

して

在・

る。その

て，その

土地の

土地を

的な土地と人間との

島はそのなかでも，

るいは 儀礼性 を

想定している慣習法

首長あるいは王・一

関係

土地

強調

の世

般住

の大

所有

する

界で

民と

もともとの先住者は

利用する権利は，霊

霊的存

的存在と

きな違いはこの点に

が霊的存在との関係

。

は，土地所有は単純

いう三者によって構

象

に

化

成

徴的に

よって

して言

されて

在であり，住民は外

住民との仲立ちをす

来者であ

る首長あ

表

成

え

い

っ

る

いは王が

在に対す

は，その

またこ

族やカリ

儀

る

儀

う

ン

礼を

儀礼

礼行

した

ガ族

人々の精

土地より

神的に

短命な

とおして譲渡される

は欠かせず，それを

為によって存在価値

明確な三者の関係が

においては，土地の

もの

執

を獲

形成

守

とさ

り行

得し

され

護は

規範を与え，それに

人間が土地を所有す

よって土

るという

れている。したがっ

うことができる首長

ているのである。

ていないフィリピン

直接祖霊の行いであ

て

ある

の

り，

，霊的

いは

ボント

祖霊

地は運用されている

観念はなく，むしろ

。彼らに

土地が

存

王

ク

が

は

人

間を所有

筆者の

信仰がみ

上で重要

融通など

し

別

ら

な

は

てい

の調

れ，

役割

，土

る という，印象的

査地であるラオスの

地縁社会を構築・維

を果たしている。例

地はもともと土地神

な表

ヤオ

持す

えば

のも

現で

（ミ

るた

，成

ので

その関係性が語られ

ェン系）族の村落で

めの住民の行為規範

員相互間における土

，人間はその許可を

て

も、

を

地

得

（いる

土地

形成す

の無償

て土地

）。

神

る

の

利



用を行っ

こうし

ている，という観

た慣習法の実態を

念が作用

正確に把

していると考えられ

握しないままの土地

第 章 市場経済

る。

政策は，

化とマイノリティー

当該社会に

混乱と変

経済的利

め細かな

の追求の

社会にと

容

用

土

た

っ

を余儀なくする

の促進にあるか

地政策は，期待

め制度の一様性

ての近代的土地

に存在す

本主義経

るというよりも，

済の成立と発展に

のである

ぎり，そ

しようも

を必要と

政策の問

が，

れぞ

ない

して

題点

そもそも土地政

れの民族の土地

。なぜなら，市

いるからである

とは，その個々

それが有

不可欠な

するより根源的な性

，土地の商品化とい

策の目的

利用実態

場経済社

。 マイ

別々の不

格，すな

う目的そ

が

に

会

ノリ

十

，土地の

即したき

は効率性

ティー

分さ加減

わち近代資

のものにあ

るといわ

ただし

地とそこ

てくる。

整理する

ざ

，

に

こ

。

るをえない。

根本的な性格は

住む人間の文化

こでは次に，い

．各国土地制度と慣習

そこにあ

的特徴を

くつかの

ると

ある

国の

しても，実際の

程度反映し，さ

土地法を概観し

的土地権

土地政策

まざまな

，それぞ

は

様

れ

，当該土

相を呈し

の特徴を

イ

インド

態に現今

期以前の

ン

ネ

ま

慣

ドネシアの土地

シアにおいては

で大きな影響を

習法が強く現在

は，オラ

し，植民

ンダ植民地期に，

地政府も，土着民

法

，旧宗主

与えてい

の法制度

オランダ

以外への

国の

る。

に反

オランダ土地政

一般的には，イ

映されていると

法学者が土着慣習法

土地譲渡を禁止する

策が，土

ンドネシ

いわれて

の積極的

など，土

地

ア

い

の権利状

は植民地

る。それ

保護を主張

着共同体を

保護して

れたので

植民地

る。それ

の要求に

き

あ

統

は

応

たことによる。
（ ）る 。

治下の土地制度

，水野の整理に

えてその円滑

それによ

の基本と

よれば，

な投資を

って

な

強制

可能

大土地所有制の

る法律は，

栽培制度廃止

にする もの

発達はか

年の 土

後， オラ

と位置づ

な

地法

ンダ

けら

り制限さ

であ

私企業

れてい



（ ）る 。

土地と国

その法の

有 （地

下で，土地は所有権

無主地の国有地宣言に

（近代

よる）の

的個人的所有権）の確

種類に分けられ，

定してい

さらに国

る

有

地は 不

国有地

人的使用

図されて

“放置”

自

（土

権

い

され

由な

着共同

も登

た。

てい

オラン

はその土

ダから

地基本

（原住民世襲国有地

体処分権地と荒憮地

記が必要とされ，国

しかしそれ以外の国

た。

的個

）

家管

有地

人的

に分

理の

に関

の独立後， 年に現

法の性格について，

行の 土

主に西ジ

使用権と占有権地）
（ ）けられた 。そして

下で近代的所有権へ

しては，登記は必要

と

，

の

と

自由

世襲的

転換が

されず

地基本法 が制定さ

ャワの村落調査を基

れるが，水

に，独立

な

個

意

，

野

イ

ンドネシ

による国

尊重する

理地との

大きな違

ア

有

，

違

い

の国

地宣

とい

いは

はな

ルにおけ

な近代的

る論理

個人的

家的見地に沿う形で

言を廃し，国家の管

う点にその特徴を求

明確でない。むしろ

く，共に，土着共同

評価

理権

めて

，慣

体か

を加

を措

いる

習法

らす

的転換にすぎない。

所有権とが密接に結

また，水

びつい

えている。つまり，

定する，実態に基づ

。しかしここで国有

世界に生きる人々か

ればはるか遠い国家

植

く

地

ら

的

民地政

慣習法

と国家

みれば

権力レ

野は，国有地宣言と

ていたので，前者の

絶対排他

廃止とと

府

を

管

，

ベ

的

も

に，後者

制下で確

のものを

型に近い

制を受け

も

立

否

もの

てい

廃さ

して

定す

で，

る）

急務であ

さて，

ると国

年

（ ）れたとしている 。

いた所有権を否定す

（絶るものではない

実態としては近代社

。 年以後の経済開発

し

る意

対的

会に

の

かし

図が

排他

おい

なか

家権力によって意識

土地基本法 は植民

され実行

地権力

，それは単に植民者

あっただけで，個人

的所有権というものは

ても個人的所有権もさ

で，個人的所有権の確

が植

的

む

ま

立

民地

所有権

しろ

ざま

が政策

されたのは，その証

による国有地宣言を

拠である

廃し住民

体

そ

理念

に規

上

。

の

多くが従

活実態の

れたので

いるとい

わらず慣

っ

な

あ

う

習

てい

かに

ろう

事実

法的

（る慣習法に基づく

求める宣言は，慣習

か。そもそも， 年

認識がなされたこと

土地権の大部分が事

），

法的

時点

は，

実上

とい

土地

で，

植民

否定

う，土地政策の基盤

権に対して実際どの

住民の大部分が慣習

地体制下の国有地宣

されなかった，とい

を国

程

法

言

う

民の

度貫徹

に従っ

にもか

ことを

生

さ

て

か

意



味してい

植民地

ることは，確認し

体制下における国

ておくべ

有地宣言

きである。

は，理論的には慣習

第 章 市場経済

法と鋭く

化とマイノリティー

対立する。

しかし，

とについ

したオラ

る。その

つで 土

実

て

ン

一

民

際には旧土地法

は，先述したよ

ダの法学者たち

端を明らかにし

（ママ）自治条

れらは，

し，一律

法共同体の存在を

な法規定の危険性

の下で慣

うに，慣

の存在が

た馬淵は

例 が出

習法

習法

，

，

され

的土地権が事実

をよく研究し政

間接的に影響を

年から 年あ

ていることを

認め，そ

を認識し

の内実の民族・地域

て，法共同体自身に

上“放置

府の土地

与えてい

たりにか

指摘して

による多

よる“自

”

政

るよ

け

いる

されたこ

策を批判

うであ

て，あい
（ ）。こ

様性を考慮

治”の承認

を行うも

現行

言してい

的に取り

地事務所

の

土

る

組

で

であった。

地基本法 でも

ものの，それ自

んでいることを

の調査によれば

滅しつつ

土地政策

あることを主張し

の （根本的法律

， 住民の

体で土着

意味しな

，政府は

多

共同

い。

慣習

くが従う慣習法

体処分権地の取

しかも，杉島の

法的土地権の自

てその傾

年土地

向を後押ししてい

法 と 年土地基

に基礎

り扱いに

調査地が

然消滅，

をお

つ

あ

あ

くと宣

いて積極

る地方土

るいは消
（ ）る 。こ

本法 ）の

の点から，

慣習法に対

する対処

規，具体

習法への

的土地権

実際に

の

的

影

を

も

枠組みについて

政策方針という

響は大きく異な

より厳しく制限

私的所有権の確

解体して

は事実上

しまったジャワを

否定されていると

は両者の

点で，歴

っている

しつつあ

定を行う

間に

史的

。現

ると

土地

大差ないものの

条件の違いとあ

在のほうがアイ

考えられる。

登記事業が，す

中心に進

考えられ

行中で，慣習的土地

る。加納も， 慣習

，その他

いまって

ロニアル

でに慣習

の

，

に

法

補助的法

現実の慣

，慣習法

的秩序が

権は，国

法的土地

政レベルで

法など古い

制度を復

ことで

ある。

慣習的耕

な形で，

活

──

とい

地

解

（ることはさせ

筆者補足），土

う政府見解を紹

共有制は，長い

体されてしまっ

──筆者

地基本法

介してい

圧迫の歴

た。ジャ

補

の趣

る

史の

ワ以

足），国家権力を

旨は，近代的な
（ ）。加納によれ

帰結として，半

外の外島では今

規制しよ

土地法制

ば，ジャ

ば住民自

まさに，

う

の一

ワ

ら

開

（とする

元化に

における

望むよう

発政策推



進基盤と

地域で問

しての

題が表

私的所有権確定事業

面化・深刻化する可

が進行し

能性は高

ようとしており，今
（ ）い 。

後そうした

ここで

ないとい

に類似す

土地権

際には必

注

う

る

共

ず

意を

点で

よう

同体

しも

者によっ
（ ）る 。

て認識

ただ，慣

要するのは，必ずし

ある。慣習法的土地

にみえる権利状態を

占有という等式をそ

そうではないことは

も慣

権の

もつ

のま

，す

習法

なか

民族

ま受

でに

されていたし，近

習法的な個人的土地

年の研究

利用権

的土地権 共同体的

には，一見近代的個

・地域がある。加納

け入れているようで

植民地下におけるオ

占

人

は

あ

ラ

有，で

的所有

慣習法

るが，

ンダ法

でも，この点は強

は，経済財としての

調されて

商品化し

は

権

的

実

学

い

た

土地に対

されてい

に対する

のクラン

成員へ土

す

て

宗

自

地

る所

も，そ

教的

身に

が譲

この例

ずるのは

が示す

危険で

有権とは違う。例えば

の土地が農地の場合

儀礼を司る父系クラ

よる儀礼の遂行が必

渡されることは，あ

杉

生

ンに

要で

って

島に

産力

よる

ある

も

ように，慣習法世界

あることがわかる。

の物的側

まだ広く

よれば，個人的に相続

を発揮するためには

根底的 所有 を前提

。したがって，父系ク

数は少ない と報告さ

，売

，そ

と

ラ

れ

買，譲

の土

した，

ン以外

ている

面だけをとらえて，

慣習法が行われてい

所有権を

る現状か

渡

地

そ

の

。

論

ら
（考えて

を追求す

相容れな

マ

），

る

い

レ

物権

資本

もの

ーシ

マレー

年土地法

シアの

典 ，そ

としての所有権を登

にとっては都合がよ

である。

アの土地法

記

いか

を通

もし

現今の土地制度は，

の他半島マレーシア

ペナンと

諸州に

じて確立することは

れないが，慣習法的

，経

土

済利

地権と

マラッカ州に適用さ

適用される 年土

れる

地法典 ，

益

は

ボ

ルネオ島

てである

イギリ

として，

主国イギ

の
（

ス

そ

リ

サバ
）。

の制

の他

スが

州の 土地規則 ，サ

度がそのまま適用さ

の半島マレーシア諸

持ち込んだ土地制度

ラ

れて

州を

に強

ワク

いる

一括

く規

州の 年土地法典

ペナンとマラッカ州

する土地法典も，植

定されている。基本

，

は

民

的

の 本

さてお

地下で

には，

立

く

宗

イ



ギリス植

めた。土

民勢力は進出以前

地制度に関してい

に成立し

えば，古

ていた現地の王国権

代ヒンドゥー化し，

第 章 市場経済

力を利し

引き続き

化とマイノリティー

，統治を進

イスラム化

した王国

王から譲

う支配体

勢力は利

である。

で

渡

制

用

し

（ラは，その王

される土地を臣

が，植民地化以

し，スルタン権

かしイギリスは

し進め，

ス総督が

植民地化以前とは

土地支配をスルタ

ジャやス

民が使用

前に成立

力を温存

， 世紀

ルタ

する

して

・強

中頃

ン）が土地の根

（収穫物の 分

いた。その既制

化して実質的な

以後，スズ鉱山

土地利用

ンの権力

と所有関係を大きく

から独立させ，直接

源的所有

の を貢納

体制をイ

土地支配

とゴム農

権を

す

ギ

を

園

もち，

る）とい

リス植民

行ったの

開発を推

変化させ

自ら行う

た。イギリ

ようになる

のは，最

記手続き

年にかけ

土地法典

マレーシ

初

）を

て

ア連

にトーレンス制

導入したペラ

一般土地規則が

（半島部 州──

邦成立）となり

さて，

王国の支

年国家土地法

配者が行使してき

（政府度

等 州であ

相次いで

年）を

，今日に

保証

っ

成立

経

いた

を確実にするた

た。それら諸州
（ ）した 。その

て， 年の

っている。

典 は，

た全領土

次のような特徴を

に対する根源的所有

めの私的土

では

後， 連合

国家土地

地

年か

マ

法典

所有権登

ら

レー諸州

（ 年

もつ。

権とその

かつての各

臣民への譲

渡という

る， 処

有許可，

州政府所

存在する

慣

分

等

有

も

習を引き継ぎ，

の種類は， 永

五つに分かれる

による土地の利

のの，それも含

しかし

会の土地

イギリス植民地勢

利 （主として水用

独立後は

（久割譲
（ ）。すな

用権の

めて権利

マ

私的

わ

種類

内容

レーシア各州政

所有権の付与），

ち，土地権の種

に整理でき，譲

はすっかり近代

力も，そ

田）をまっ

れまで慣習的に行わ

たく無視できたわ

府が州有

リース

類は，私

渡規制を

化された

地を

，

的所

伴

。

処分す

臨時占

有権か

う土地が

れていた

けではな

マレー人社

い。それを

示すのが

は，私的

たマレー

る。しか

ー人の土

土

社

し

地

年に成立した

地所有権の成立

会を守るため，

，初期には抵当

取得は進み，ま

連合マレ

によって

マレー人

権設定が

たそれを

ー諸

，非

以

可能

禁止

州マレー人土地

マレー人による

外への土地売却

であったことか

する法改正後も

保留法で

土地集積

を制限す

ら，結果

，マレー

あ

に

る措

的

人

る。それ

さらされ

置であ

に非マレ

の間での



土地譲渡

市場経済

の頻繁

の進展

化によって，一部マ

のなかで土地の商品

レー人に

化が進み

よる土地集積が起き

，売買による利益獲
（ ）

，全体的

得がマレ

な

ー

人の特権

レーシア

の下での

したと考

他方で

と

で

比

え

，

化し

は，

較的

られ

半島

住以前の

動焼畑を

先住諸

主な生業

ているなど，問題を

近代的な私的所有権

個人的な土地保有形

る。

部においては今日オ

生じ

がほ

態が

ラン

てい

ぼ普

，近

・ア

（プロト・マレー民族

としていた）がマレ

およびモ

ー人によ

る 。端的に言え

遍化したのであった

代的私的所有権の浸

スリと総称される新

ば，

。

透

マ

半島

王国支

を容易

レー人

ン・クメール語系民

る王国支配の外側に

族で狩猟

いた。彼

マ

配

に

移

や移

ら

の利用し

もされず

と推測さ

の三つの

耕作する

て

に

れ

地

こ

いた

存在

る。

目が

と，

畑といった土地

万の人

土地は未利用地と見

を無視され，彼らは

ちなみに 年国家

設定されているが，

という項目がある。

なさ

しだ

土

農業

これ

れ，

いに

地法

の地

から

利用は，そもそもこ

口しか有していない

の土地法

半島部先

私的土地所有権への

生活基盤を奪われて

典 には，農業・工業

目としての条件には

もわかるように，狩

転

い

・

，

猟

換対象

ったも

建物用

継続し

採集や

では考慮されていな

住民に比べ，東マレ

い。

ーシア，

と

の

地

て

焼

す

なわちボ

のプロト

移動を生

ている土

このサ

ル

・

業と

地

バ

ネオ

マレ

する

面積

・サ

スも，そ

で，半島

の内陸

部とは

島北西部のサバ・サ

ー系先住民であるダ

）が今日でも人口比
（ ）も大きい 。

ラワク州では，先住

ラワ

ヤク

で

民の

ク州

と総

優勢

存在

部にまで支配を及ぼ

若干異なる歴史過程

す力量も

を経てき

には，新マレー人移

（主称される諸民族

を保ち，慣習的土地

が大きく，また旧宗

住

と

利用

主

以前か

して

が続

国イギ

なく関心も薄かった

た。土地政策上もサ

という理

バ・サラ

ら

焼畑

い

リ

由

ワ

ク州には

た。ちな

土地法典

ナンとマ

サラワ

，

み

ラッ

ク

半島

に，

は半

カも

州に

部に比べ，慣習的土

両州にはそれぞれ独

（島マレーシア諸州

除く）だけに適用さ

関する の整理

地

自の

イギ

れて

に従

利用

土地

リス

いる

えば

の存在はより強く意

法が施行されてお

法が直接適用された歴

。

， 年，イギリス

識さ

り，

史

人ラ

れて

をも

ジャ

い

年

つペ

，



ブルック

正規則

統治下で最初の

の発布にいたるま

土地法

で，基本

が制定されて以来，

的には慣習地を認め

第 章 市場経済化

年の

てはいる

とマイノリティー

土地法改

。しかし，

彼らの生

限，慣習

共同体社

も非住民

トーレン

業

に

会

（

ス

である焼畑を経

対してもその一

を 創造 して

企業・公社等の組

制度をとおして

法律改正

ここで

や規則の制定が数

注目すべきことは

済的不合

面のみ承

個人的な

織を含む

住民の慣

理で

認す

焼畑

）に

習的

あると敵視しそ

るという慣習法

移住を制限して

よる土地取得の

権利を近代的私

多く行わ

，さまざ

れている。

まな制限的措置にも

の範囲を

の矮小化

いる。ま

道を開き

的所有権

し

を

た

，

に

だいに制

はかり，

慣習地に

あるいは

転換する

かかわらず，依然と

して州政

用は，か

にとった

であった

とり，現

府

な

手

。

地

からみれば 不

りの程度残って

段が，住民同士

そのため州政府

住民間に経済的

ているの

の恣意的

である。さらに慣

な法運用により，

満 な結

いること

の間に，

は，一部

格差をつ

果に

であ

土地

住民

くり

終わっており，

る。それに業を

集積者と土地喪

にのみ私的所有

出し，慣習的社

習的利用

住民が不

地という指定を州政

利益を被る可能性も

住民の慣

煮やした

失者を作

権を承認

会の内部

府が行う

大である

習

政

り

す

崩

的土地利

府が最後

出すこと

る措置を

壊を促し

際，州政府

。

パ

パプア

る。その

ともに国

プ

ニ

第

家

アニューギニア

ューギニアは，

条は，慣習法

の法体系を構成

づけてい

ーギニア

る（ ）。そして，慣

固有の法体系を創

の土地法

慣習法を

を，憲法

する基礎

法

・組

法

体系の一部とし

織法・国会によ

（

習法と移

造するこ

入西欧近代法とを

とが目指されている

て憲法で

る立法・

）の一部

承認

有

とし

してい

事立法と

て位置

接合させ
（ ）。

パプアニュ

今なお

法の下で

理念は，

のは，第

ていたか

パ

利

そ

一

ら

プアニューギニ

用されており，

うした現状を踏

義的には住民自

にほかならない

アでは，

この憲法

まえたも

身による

。ただこ

ほと

に表

ので

慣習

れに

んどすべての土

明された独立後

ある。今日の状

法に基づく生活

は，かつて委任

（約地

の国づく

態をもた

の実践が

統治を行

％

り

ら

し

っ

）が慣習

における

している

っかりし

ていたオ



ーストラ

に，この

リア政

地にお

府が，本国のアボリ

いては土地が現地住

ジニやト

民によっ

ーレス諸島民に対す

て慣習法的に利用さ

るのとは

れている

逆

こ

とを認め

社会を保

初期にお

ギニアで

しかし

，

護

い

は

，

土地

した

てそ

無

慣習

いうこと

まず，

では必

パプア

の政府以外への売買

ことが大きく与って

のような方針をとっ

主地理論 は採用さ

的土地利用を承認し

禁止

いる

たの

れな

たと

措置

。な

かは

かっ

いう

ずしもない。

ニューギニアの土地制度の

をとったという意味

ぜオーストラリア政

明らかでないが，パ

たのである。

ことは，その存続を

で

府

プ

目

，慣習

が統治

アニュ

指した

概略を記すと，次のようで

法

の

ー

と

あ
（ ）る 。

ストラリ

年に

ア政府は

る。すな

パプ

ア

国

，

わ

アニ

（領

際連

経済

ち慣

である。

年に

まず，

はニュ

ューギニア領土の南

パプア）になり，ド

盟がオーストラリア

開発の促進をはかる

習的土地利用を認め

年にパプア側で

ーギニア側で 土地

半

イツ

に統

ため

た上

分は

領ニ

治を

，土

で，

不動

登記法

， 年にイギリス

ューギニア，つま

委任した。その後オ

地の流動化政策をと

その権利を登記しよ

領か

り北

ー

る

う

らオ

半分

ストラ

ように

とした

（産法

（

）が

）が施

ー

は

リ

な

の

，

行

された。

ほぼ同じ

のであっ

それが

地利用そ

こ

）に

た

失

の

の両

転換

。

敗す

もの

指した。

および

年

先住民

法は，慣習的土地権

し，借地権を定めて

ると，個人的所有権

を登記する政策に転

を自

い

への

換し

由保

ずれ

転換

，改

先住民土地登記法

（土地委員会

（

（絶対的排他的有権

も登記させることを

政策を一時引っ込め

めて個人的所有権へ

私的

目指

，

の

所有

した

慣習的

転換を

） （慣の設置

）の制

習法の

権と

も

土

目

定

現状

調査とそ

次 カ

一元化，

登記布告

み個人的

の登

年

慣習

所

記，

計画

法に

（

有権に

登記されず所有権を

とセットになった個

対しては個人所有権

転換）と 土地権原

確定

人所

確定

委

でき

有化

まで

慣習

員会

ない土地の国有地化）

（個人的所有権政策

の存続のみ承認），

的土地権保持者全員賛

（

，

シス

年の

成

年の

テム

土

のと

）の

第

への

地

きの

設



（土地置 権裁定と境界の確

自由保有権

定）， 年

への転換）

の 土地保有権転

という流れは，そ

第 章 市場経済化

（換法

のことを

とマイノリティー

示している。

しかしこ

地権その

る。それ

映してい

の複雑多

れ

も

は

る

様

らはいずれも現

のも国法上明確

，国法という中

。先住民土地委

性と一元的法律

のであっ

年

た。

にはオーストラリ

実には大

に位置づ

央集権的

員会によ

の下での

きな

け

法体

る慣

管理

力をもつことな

られることなく

系と慣習法との

習法の調査が試

の困難さが明白

ア政府は，アフリカで慣習的

く，また

，今日に

決定的相

みられた

となり，

慣

いた

違

が

断

習法的土

ってい

を鋭く反

，慣習法

念された

土地権を自由保有権

に転換し

に提出し

された。

して独立

は，事実

た

た

そ

す

上

経験をもつ行政

。しかしいずれ

して， 年の自

るわけであるが

放棄されている

年

（

の土地所有権個人

官を招請

も慣習的

治政府成

，先述し

。

化の失

しそ

世界

立を

た

の提案に基づき

に混乱をもたら

経て， 年にパ

ように，個人的

敗後，同年に 土

）が設置

，四つの

すという

プアニュ

所有権へ

地問題調

されたが

法

理

ー

の転

案を国会

由で否決

ギニアと

換政策

査委員会

，その報告

書では，

基づいて

有権を有

つ制限付

いない。

土

特定

する

自

地権の種類とし

個人に認められ

主たる集団以外

由保有権，の四

この委

法人化法

員会提案は法律と

（

ては，

る事業目

の集団が

つであり

集団

的で

土地

，こ

的所有権， 慣

の土地の使用権

を利用できる権

のなかには個人

して結実しなかったが，

）が制定され

習的権利

）， 従属

利）， 家

的保有権

（

的

族な

は

慣習法に

（所権利

どが持

含まれて

年に 土

（後述），

地所有集団

これが現在

慣習的所

近代的な

に準じて

切なく，

で，その

有

意

い

一

範

地に関して土地

味における個人

る。しかし，そ

定の範囲の土地

囲内における土

所有権を

的所有権

の委員会

に対する

地の利用

確定

を認

提案

集

に関

する法律となっ

めていない点で

にあった土地権

団的所有権とい

しては，慣習法

ている。

，前述の

の分類は

う大枠を

にゆだね

こ

委

こ

認め

て

の法律は

員会提案

こには一

るのみ

いる。そ



れは，国

との困難

法によ

さとそ

って複雑な慣習法的

れがもたらす弊害を

土地利用

回避す

実態を法的に分類・

る意図があったもの

規定する

と考えら

こ

れ

る。もっ

見なせる

の度合い

き，開発

慣習地

と積

。こ

が

計画

と

極的

れは

非常

の都

見な

体の約

引き継い

％）のみ

だ 年

に言えば，その範囲

，パプアニューギニ

に高いこの結果であ

度，対症療法的に対

されている土地以外

内に

アに

ると

象地

の，

おけ

おけ

考え

域の

政府

を事実上規制する法

土地登記法 ，

律とし

年の 土

る住民の自治を承認

る慣習法的土地利用

られる。現在はこの

土地権の確定が進行

所有地と個人的自由

し

実

法

中

保

たもの

態の実

律に基

である

有地

て， 年 土地登

地転換法 を引き

記布告

継いだ

と

践

づ

。

（全

を

年

土地法

代的自由

ずるもの

したい場

当権設定

（

保

で

合

に

，

有権

ある

（第

関し

と，慣習

土地行政

的所有

におい

年改正）が存在する

であり，その諸規定

。ただ，土地法には

条）や，所有権者自

（第 条）て ，政

。

はオ

，慣

身

府が

その

ース

習地

がそ

所有

権者は直接先住民以

て政府が先住民の利

外に土地

益を擁護

法律に規定された土

トラリア イギリス

（ ）を先住民

れを利用して事業を

権者保護のために

地権

の

以外

する

介入

は，

それに

に譲

時の

する

を譲渡できないこと

（第 条）する義務 と

（第

いう，慣

近

準

渡

抵

こ

条），

習

的土地権

条に規

以上の

ことにな

を担う住

保

定

よ

っ

民

護の

があ

うに

てい

自身

を法律的

その土地

に確定

を必要

規定がある。また，政

る。土地登記法には慣

，慣習地は，外部の

る。しかし，この政

の自己決定に任すも

府に

習

市場

策は

のと

よる

的土

経済

，二

はい

することによって慣

とする外部力による

習を変化

土地の市

慣習地の強制収用は

地権に関する文言は

力による収奪からは

つの点で，慣習の行

えない。それは，土

可

一切

保

方

地

能で

ない

護され

を，そ

所有集

させる，という点と

場経済的利用が慣習

，そもそ

法的世界

，第

。

る

れ

団

も

に

変容を迫

この点

を検討し

地を利用

地は経済

る

を

て

し

的

，と

検討

おく

ての

によ

いう 点である。

する前に，土地所有

。本法の目的として

国民経済へのより積

り効率よく使用すべ

集団

あげ

極的

きと

法人

られ

な参

いう

化法について，少し

ている最初のものは

加を促進させること

近代的理念がここに

細

，

で

は

かく内

住民の

ある。

表明さ

容

土

土

れ



ている。

ため慣習

具体的には国家に

的集団の法人化

よる土地

（権限は，

権原の保証と紛争の

土地の取得・保有・

第 章 市場経済化

よりよい

処分・管理

とマイノリティー

解決，その

・その他を

認める）

団成員権

民が自主

必要とさ

舞うこと

，お

の

的

れ

が

よび，集団内紛

定義，内部的問

に作成する集団

る。こうして登

できる。

さて，

いう試み

この法律は土地を

であると解釈でき

争の自主

題処理方

ごとの憲

録された

的

法な

章に

法人

解決の奨励，が

ど，集団の運営

まとめられ，そ

は，土地に対す

利用する

るが，こ

集団に関連づけて土

れによる影響を次に

あげられ

に関する

の憲章が

る権利主

てい

規

法

体

る。集

則は，住

人登録に

として振

地権を確

検討しよ

定しようと

う。

一つは

集団であ

習法はさ

慣習とし

がって，

，

る

ま

て

異

土地所有集団の

父系クランを基

ざまな例外を含

柔軟に内部に取

質な分子を排除

こす。例

の土地は

えば，パプア側の

それに属する個人

法律的確

に住民自

み，その

り込む，

する集団

定が

身が

時々

一つ

の確

，これまでの主

集団を確定する

の便宜をはかり

の有機体のよう

定は，現実には

中高地熱

が自由に

帯雨林に住むある部

利用でき，慣習上個

たる慣習

とはいえ

つつ例外

なもので

複雑な問

的

，

を

あ

題

土地所有

実際の慣

も一つの

る。した

を引き起

族では，

人的に占

父系クラン

有されてい

る。それ

に利用を

なく，そ

り，現在

史のなか

だ

許

れ

生

で

けでなく，その

すことができる

は彼らのアイデ

きている人々に

，現在は他のク

一部を構

集団を国

成していることも

家という公権力に

占有地は

。また，

ンティテ

大きな心

ランが使

，個

土地

ィー

理作

用し

人的関係におい

は単に経済的資

にかかわる祖先

用を及ぼすもの

ている土地の一

ある。そ

よる保証

うした場合に，一定

の下に確定すること

て他のク

源として

からの記

である。

部が，彼

ラ

あ

憶

そ

ら

ンの成員

るのでは

につなが

の長い歴

の記憶の

の土地を

には，大

利用できる

きな抵抗が

生ずるの

どの商品

足を来し

は特に姻

性を交換

で

作

，

族

す

（ ）ある 。また，

物栽培が盛んに

部族間における

間でしばしば交

ることに伴う慣

高地に住

なるにつ

土地争い

換されて

習で，そ

む

れ，

が頻

，使

れが

民族に関する報

人口圧力の高ま

発するようにな

用されている。

土地権確定の際

告では，

りととも

った。し

それは，

に非常に

コー

に

か

部

激

ヒーな

，土地不

し，土地

族間で女

しい紛争



を部族間

ここで

にもた

注意し

（ ）らした 。

なければならない点は，すでにみたように土地所有集団内部

の紛争解

辺の集団

紛争，つ

である。

法が適用

決

と

ま

そ

で

に関

の境

り集

の集

きな

る。集団

る恐れが

間の関

ある。

しては規定があるが

界が問題となるけれ

団間紛争解決メカニ

団間の紛争とその解

いとすると，地域的

係には，国家権力が

これは，父系クラン

，集

ども

ズム

決，

な自

団の

，そ

につ

つま

治は

介在して

を超えて

領域を確定する時に

のときに発生する可

いては，なんら規定

り地域的安全保障に

事実上否定されてい

，地域住民の主体性

，個人が利用できて

当

能

が

関

る

然その

性のあ

ないこ

して慣

ことに

が損なわ

いた土地

周

る

と

習

な

れ

が

それによ

し，土地

になる。

する傾向

もう一

っ

利

そ

が

点

てで

用を

の結

強ま

は，

済を浸透

に，土地

させる

の経済

きなくなるという集

介して形成されてい

果集団の存続を，対

ろう。

この確定された土地

団の

た父

外的

権利

確定

系ク

な側

主体

ことから生じる問題

的利用の促進が政策

点である

目標であ

に伴う慣習の一部喪

ラン間の関係が分断

面においては，国家

を通して，慣習法世

失

さ

権

界

とも関

れるこ

力に依

に市場

。この法律の理念に

る。確定した権利主

もあるよ

体は，外

係

と

存

経

う

部

の市場経

活動の手

の資源を

する機能

採掘会社

済

段

利

を

が

諸力

とも

用し

果た

原油

す際に，

のであっ

自ら住

た。そ

に対する窓口となる

なりうるものではあ

ようとする際，外部

しているとみるのが

を船積みするため内

。も

るが

諸力

妥当

陸の

ちろ

，い

にと

であ

採掘

民の組織化を促進し

のため，学校や診療

，土地所

所といっ

ん住民自身の自発性

まのところ外部諸力

って効率的な法的対

る。例えば，あるア

地から港までパイプ

に

が

処

メ

ラ

よる経

その土

法を用

リカ原

インを

有集団の登記を積極

た追加的便宜を住民

的に進め

にもたら

済

地

意

油

通

た

し

たのであ

な原因は

たものと

れほど活

勝手に成

っ

，

ま

発

長す

（た

土地

った

にや

るサ

）。これらがこのコミ

のもたらす価値がこ

く違うという点にあ

っていたわけではな

ゴヤシから取る澱粉

ュ

れま

る。

く

），

ニテ

での

すな

（主食

それ

ィーにもたらす諸問

土地利用のなかで生

わち，これまで彼ら

はわずかな投下労働に

ゆえ土地そのものが

題の

成

は

よ

価値

根本

されて

農耕を

って

をも

的

き

そ

半ば

つ



という考

のを生み

えは希薄で，利用

出すものと観念さ

する人が

れている

利用する限りにおい

。しかし借地料は，

第 章 市場経済化

てはじめ

彼ら自身

とマイノリティー

て有用なも

は土地に対

して何も

る。そう

は，その

者が借地

のである

働

す

権

料

。

きかけないでも

ると，これまで

利の性格をめぐ

収入の分配に与

さらに

の余地は

，その借地料とし

あるにしろ，彼ら

，支払わ

他のクラ

って，紛

れる権利

れる

ンの

争の

なの

。 所有 自体

成員に利用を許

焦点となる。す

か否かが問題と

て表現さ

自身では

れる土地の 価値

ない。したがって，

が価値を

していた

なわち，

されるよ

生む

と

実

う

のであ

いう事実

際の利用

になった

を決める

彼らの努

のは，交渉

力は，勢い

自分たち

は，住民

定化への

もちろ

会社に吹

の

の

要

ん

っ

分け前をいかに

生活態度に大き

因となるのであ

住民もただ受身

かけたり，住民

極的に利

る。また

用した。しかしそ

その結果この社会

多くする

な影響を

る。

であった

の興す事

か

与え

わけ

業へ

という，内部的

，共同体内部に

ではなく，時に

の出資を求めた

の積極的

には，隣

対応は，裏返せば依

接する父系クランと

競争に向

おける社

は借地料

りと，そ

かう

会

の

の

。これ

関係不安

額を石油

機会を積

存関係の

の確執，

創出といえ

集団内部で

の資金の

る住民相

起こし，

である。

うなサブ

横

互

サ

パ

シ

領疑惑や対外的

の間での不信の

ブシステンス経

イプライン自体

ステンス経済の

は，彼ら

この法

にとって巨額では

律は結果的には慣

交渉用語

醸成や権

済の内部

は，ブー
（ ）破壊 を

であ

威構

に徐

ゲン

も

るピジン英語の

造の変化等，さ

々に市場経済を

ビル島の鉱山開

たらさないが，

あっても

習法世界

あくまで一時的な収

に生きる住民の利益

理解程度

まざまな

引き入れ

発が引き

会社が支

の

問

つ

起

払う

違いによ

題を引き

つあるの

こしたよ

借地料

入にほか

よりもむ

ならない。

しろ，市場

経済的外

．

以上，

部

マイ

東

諸力の利益に奉

ノリティー か

南アジア・オセ

仕するも

らみた土

アニア地

のと

地

域の

なっていると判

法の問題点

三つの国をとり

断できよ

あげ，そ

う

の

。

土地制度



における

つつある

慣習法

いくつ

的土地権の位置づけ

かの事例を考察した

，および

。その結

実際にその土地制度

果，次のことが言え

の下で起

よう。

き

イ

習

慣

土

は

ン

に

習

地

，

ドネ

基づ

の一

法制

国に

イ

し

ノリテ

たがっ

シアやマレーシアに

く土地利用が存続し

部を法制度のなかに

全体の枠組みや土地

よってさまざまでは

比べ

てお

取り

法の

ある

，パ

り，

込ん

なか

が，

ィー 社会に起きて

て，実際に マイノ

いる現象

リティー

プアニューギニアで

政府もそれを無視で

でいた。

での慣習法的土地権

経済開発圧力の下に

は

き

の

あ

比較的

ず，そ

位置づ

って

は，驚くほど似通っ

社会に影響を与え

ている，

るものは

慣

の

け

マ

，

法

よ

対

あ

律

る

す

マ

る

上の

，特

る

イノ

もの

が

マイ

それに

ノリテ

文言というよりもむ

に経済開発政策を推

マイノリティー 社

リティー 社会の存

の，その慣習法的世界

しろ

進す

会の

続基

の

，世

る権

対応

盤と

全体

影響を与えるのでは

ィー 問題解決に向

なく，さ

けての全

界経済や国家の政策

力の意思と力量，お

力とのバランスに左

して，土地は最も重

的性格から，国家の土

の

よ

右

要

地

あり方

びそれ

される

な要素

法制の

まざまな側面から影

体的アプローチから

響を受け

導き出さ

に

に

，

で

み

る。

れ

る方向性

ては分離

ヌイット

た。たし

と，非常

は

独

の

か

に

，比

立が

自治

に国

困難

るを得な

ここで

い段階

検討し

較的穏健なものとし

考えられる。先年カ

州が誕生した。イン

家にとって，穏健な

を伴うであろう。し

ては

ナダ

ドネ

自治

かし

自治

政府

シア

権付

，現

にさしかかっている

たパプアニューギニ

のではな

アの事例

権の獲得，より過激

によって自治権を認

では東ティモールの

与といえども，その

代はもはやその方向

な

め

独

実

を

ものと

られ，

立があ

現とな

追求せ

いだろうか。

は，他の二つの事例とは様相

し

イ

っ

る

ざ

を

異にして

と，後者

もって慣

いない。

ている国

い

で

習

イ

に

た。

も開

法世

ンド

比べ

インドネシアやマレ

発圧力の下で慣習法

界のもつ力量が大き

ネシアやマレーシア

，パプアニューギニ

ー

世界

く，

とい

アは

シア

に近

その

う多

多数

とパプアニューギニ

代的変容がみられる

分開発の侵入を簡単

数民族と少数民族が

も少数もなく，

アを

も

に

明

もの

比べ

のの，

は許し

確にな

民族

る

今

て

っ

が



分立して

権力は形

いる状態にある。

成されづらく開発

それゆえ

を推進す

国民経済的立場に立

る力量に乏しいから

第 章 市場経済化

つ強力な

であろう

とマイノリティー

中央集権的

。逆にいえ

ば，地方

すれば，

がら，外

題を マ

なろう。

的

彼

部

イ

地域的住民自治

らはそうした状

諸力による経済

ノリティー 社

が根強く

態を自覚

開発圧力

会がもつ

生

的に

をど

時，

きているのであ

選びとったわけ

うコントロール

パプアニューギ

る。歴史

ではない

していく

ニアの実

的経

。

か

態

過から

しかしな

という課

は参考に

．

フィリ

フ

先住

ピ

ィリピンの

民権利法 制定

ンでは， 年

が国会を
（ ）た 。

通過し，慣習法的

本節では，フィリピ

先住民

の背景

に 先住

土地権

ンにおけ

権利

民権

法

（利法

を国家法体系に組

るスペイン，アメ

み入れる

リカの土

）

こととなっ

地制度の導

入という

化──と

その性格

ミンダ

する）の

こ

は

を

ナ

山

れまでの近代化

異質な土地制度
（ ）分析する 。

オのイスラム教

岳民は，共にマ

て土地収

のイスラ

奪の危機に直面し

ム地域への植民政

プロセス

を国家的

民と北部

ルコス政

──

に承

ル

権下

近代的土地所有

認した 先住民

（ソン山岳地帯

での積極的な開

，反政府
（ ）策 やア

活動を激化させた。

メリカ 日本などの

制度の一

権利法

以下，コー

発政策の

般

に

デ

影

化・一元

ついて，

ィレラと

響によっ

北中部キ

先進資本

リスト教民

による大規

模な開発

争はいっ

闘を繰り

力は国内

のも，こ

の

そ

広

的

の

結果，すでに多

う激化した。イ

げており，ルソ

にも国際的にも
（地域であった

くの土地

スラム教

ン北部山

大きい。
）。この自

収奪

徒の

岳地

フィ

治

がなされたミン

一部組織は，今

帯に比べて，紛

リピン政府が初

権のなかで，土

ダナオで

なお政府

争地域と

めて自治

地を含む

は

と

し

権

財産

，その闘

激しい戦

ての影響

を認めた

の所有



関係に関

ているの

する権

みであ

利は，慣習法に基づ

った。

く民事裁判所の設置条項の中に含意され

他方コ

地収奪に

よるパル

して強力

とへの危

ー

あ

プ

に

機

ディ

うと

工場

自己

感か

で影響を

節で検討

受ける

する

レラも， 年代に

いう経験をしており

設置に伴う森林伐採

主張を始めた。ダム

ら，ダム反対運動が

おけ

，

やダ

等に

一部

るダ

年代

ム開

よっ

住民

地域を超えて住民が

先住民権利法 の対

団結して

象は，

ム建設によって多く

の終わりから，マル

発計画をきっかけに

て先祖伝来の土地が

の間で活発化し，直

の

コ

，

奪

接

住民が

ス政権

政府に

われる

ダム建

反対運動を闘ったの

本法中には明記され

である。

てはいな

土

に

対

こ

設

本

い

が，これ

マルコ

地域に自

における

解体制を

ら

ス

治

紛

実

両地

政権

区を

争を

現す

とは言い

ところ

がたい

で，そ

域を主として想定し

を打倒して成立した

成立させることを承

解決し国家経済の浮

ることであった。今

て起

アキ

認し

揚を

のと

草さ

ノ政
（た

より

ころ
（ ）。

の憲法自治区条項には，自治

れたものと考えられ

権は， 年新憲法
）。自治区設立の目

効率よく進めるため

その試みは，うまく

る

で

的は

の

い

（ ）。

，この

，国

，国民

ってい

区の権限として土地を含む天

内

和

る

然

資源利用

て，慣習

来の所有

ただし本

に

的

権

法

おけ

に利

を認

の対

． 先住民権

る自主権が謳われて

用されている土地お

めるとしたのが，本

象地域と憲法上の自

利法 の特色

い

よび

節で

治区

た。

天然

検討

地域

その憲法上のマンデ

資源を含む領域に対

する 先住民権利法

とは完全には一致し

ート

し

て

に従

，先祖

である

いない

っ

伝

。

。

本法律

行政立法

た。すな

令第 号

の比較材

は

と

わち

で

料

，全

いう

，

ある

と対

（章 条からなる

形で，先祖伝来の土

年に出された環境
（ ）。それらとの関係

照させながら，本法律

）。本

地権

天然

を論

が

法の

を承

資源

じる

いか

立法にいたるまでに

認する法的整備が進

省回状第 号および

のは別稿に譲るとし

なる性質のものか，検

は

め

て

討

，すで

られて

年の同

，前節

しよう

に

い

省

で

。



条文の

政策方針

性格から分けると

あるいは理念の宣

，全体の

言，およ

約半分を占める第

び 先住民 の権利

第 章 市場経済化

章から

宣言に費

とマイノリティー

章までは，

やされてい

る。残り

仕組みを

限や機構

憲法規

は，理念

の

定

，

定

上

半分は， 先祖伝

めた条文で，担

承認手続き，罰

，および 先住民

先住民 の政府

的 社会

意義を唱

文化的存在意義を包

える理念的条文と

来の土地

当行政機

則などが

権利法 の

や低地キ

及

関や

設け

成

リス

び領域 の確定

本事業に必要な

られている。

立にかかわる歴

ト教民に対す

括的に認

，政府お

めている。本法の

よび政府の設置機関

承認に関

基金の設

史的経緯

る独自の政

す

置

から

治

る具体的

，その権

，本法律

的 経済

内容はそ

が本法律

うしたその

の法益実現

に向けて

本法は

）お

擁護 振

見なしう

行

，

よ

興を

る

うべき具体的な

その対象とする

（び先住民

，理念上の目的

部分が多くを占

来の土地

して，国

及 （び領域

家としてその権利

手続き規

先住民

としてい

めている

定の

文

る

。具

二つに大きく分

（化共同体

） の

。本法律は，先

体的な行為規

を承認す

）への住民

ることが内容の中心

けること

全般的権

住民の権

定として

が

利の

利の

は，

できる。

承認・

章典と

先祖伝

の所有権

となって

申立てに対

いる。

その

る上で重

や資源の

切り結ん

その結果

土

要

み

で

発

（地及び領域

である。その含

ならず，住民が

きた物的条件と

生し，同時にそ

の承認・

地に関す

保 （第護である

る法にとどまらず

）という概

意すると

土地を含

人間との

れらを精

念

ころ

むそ

諸関

神的

は，本法の理念

は，単なる経済

の生活領域との

係，また人間相

に支える世界観

条）。した

，フィリ

がって，これは単

ピンの多民族性・多

と政策方

的な財と

間で長年

互の社会

，すなわ

針を

し

に

的

ち

理解す

ての土地

わたって

諸関係，

文化総体

なる物権

文化性を

としての土

広く承認す

るという

アメリカ

教民とは

民に対す

化政策と

，

植

区

る

い

今までにない理

民地統治の当初

別された政策が

独自の文化の承

う目的にそった

念をもっ

からマル

一部では

認や評価

ものであ

た画

コス

行わ

では

った

期的な法律とい

政権下にいたる

れていたものの

なく，むしろそ
（ ）。

えよう。

まで，多

，それは

の独自性

こ

数

そ

の

れまでも

キリスト

うした住

解体 同



本法で

領域 の

先住

所有権

民 の権利であると

のみならず， 土地と

宣言され

領域

ている項目として

内の天然資源開発権

は， 土地

， 領域

と

内

での居住

権，刑罰

権や土着

展させる

た 先祖

権

権

宗

権

伝

・環

，自

教に

利，

来の

これに

の維持，

対して

森林再

境権，領域内への移

己統治 自決権，政策

おける祭祀の実践 土

国連人権規約にのっ

土地及び領域 に対

住制

決

着

とっ

する

限権

定過

的技

た平

不動

責務規定も少しあり

生への努力を行うこ

，土地利

と，など

，紛争処理権という

程への参加権，民族

術など文化的統合性

等権などが，謳われ

産税は，免除される

一

語で

を確

て

。

種の司

の教

保し

いる。

用に当たっての生態

となっている。ただ

系バラン

し，こう

法

育

発

ま

ス

し

た権利の

有権承認

政の行う

主体性を

括的態度

実

の

べ

尊

表

施状

要件

き明

重し

明で

の自治権

土地所

を与え

有権に

況や責務の履行は，

とはされていない。

確な活動を規定して

，それに委任する，

あるという点である

先

した

いる

つま

。端

祖伝

がっ

とい

り彼

的に

ようとしているとい

限定して言えば，フィ

うことが

リピン

来の土地及び領域

てここで重要なのは

うよりも，むしろ

らの自主性を尊重す

言えば，政府の姿勢

に対

，

先

る

と

する

本法は

住民

という

して一

できる。

の一般の土地法では，土地は私

所

行

の

包

種

有

地と無主

はそのま

有権が確

ている。

で確立さ

の

ま

定

土地

れ

土地

で私

され

登記

た方

る。すな

記期限が

わち，土

設定さ

に分けられ，無主の土

人へリースされるか

ることになっている

手続きは，トーレン

法を採用しており，

地

，私
（

ス土

英米

は国

人へ
）。また

地登

法の

地の所有権は，単純

れて期限を過ぎても

不動産権

登記手続

有地とされる。国有地

所有権が譲渡されて

，天然資源はすべて

記法と呼ばれるオー

考え方がそこには反

（ ）に一元

きが開始されていな

は

，

国有

ス

映

，所有

土地の

とさ

トラリ

されて

化され，

い土地は

権

所

れ

ア

い

登

，

無主の土

国に一様

同じ扱い

（彼らに

書を持っ

地

に

で

とっ

て

と認

適用

あっ

ては

いな

定し国有地化すると

され，ここで問題に

た。実際には，彼らは

，登記の必要性がまっ

い。その結果法律以

いう

して

土

たく

前か

仕組

いる

地所

理解

らの

みである。それがフ

いわゆる 先住民

有権登記をほとんど

できないものであっ

土地利用実態を無視

ィ

の

して

た），

さ

リピン

土地

おら

土地

れ，国

全

も，

ず

証

有



地の不法

ところ

占拠者とされて法

が，本 先住民権

的権利保

利法 の

護のない状態におか

目的は，先述したよ

第 章 市場経済化

れている

うに彼ら

とマイノリティー

。

の文化を包

括的に承

用してい

（権原

単純不動

認

）

る

産

することである

という，スペイ

土地や領域につ

）という

権への転換を要

代的土地

されるな

所有権としての権

らば，一般の土地

。本法で

ンによる

いては，

形で土地

請してい

は

植

その

権

ない

彼らの 法的記

民地化以前より

慣習的利用その

を認め，一般の

。もちろんそれ

利確定が

（登記法

，それの属する共同

コモンウェルス法第

憶の及ば

先祖代々

ままで

土地法に

を自ら望

ぬ昔

継続

土

ある

み

（

的に利

着的土地

ような

，その近

体社会に

号）の

おいて認知

規定に従っ

て，土地

年以内に

それはあ

登記とは

してしま

登

行わ

く

手

い

記をすることが

なければならな

まで当人の自由

続上区別される

，現代的な経済

や，ある

地に対す

いは従来の共同体

る権利関係を明確

（できる

い，という

意思と共

。すでに

社会状況

この

制

同体

ある

に対

単純不動産権へ

限つき），という

の承認に基づく

程度土地に対す

処するためにそ

規制の届

にする場

かないところで獲

合などに，対応でき

の転換は本

規定もあ

もので，

る共同体

れが必要

法

る

一

規

で

発効後

。しかし

般の土地

制が崩壊

ある場合

得 利用さ

るような

れている土

方法を用意

したもの

ところ

を本法律

すること

と

が

の

に

思われる。

これは，全体の

理念に反して崩

する。

．権利の形態と手続き

なかで軽

壊に導く

い位

危険

置づけにもかか

性を秘めている

上の特徴

わらず，

。この点

共

は

同体社会

後に議論

本法律

（

個

類が用意

いない。

で

人

さ

民

認められる 土

共同体全

家族 クランとい

（第れている

族や村落により

地及び領

体でひとつ

う共同体

条）。 家族

その慣習

域

の

を構

的実

所有権の形態

所有権）と個別

成する下位単位

や クラン は

態は多様性に富

は，共同

的所有権

ごとの所有

本法では

み，時に

体的

（

権

定義

は

所有権

）の 種

されて

家族やク



ランが地

後者の

縁共同

個別

体を超えた集団であ

（ ）的 権利

ることも

は，近

ある。

代的個人主義に基づく単純不動

産権と表

を要求す

権主体，

共同体の

節で例示

現

る

つ

慣

し

は似

相手

まり

習法

たフ

的である

め，今日

はずと

の混乱

ているが，別物であ

は，その対象地が属

共同体であるからで

的土地権の一部で，

ィジー諸島の場合，

る。

する

ある

共同

植民

なぜ

先

。す

体規

地行

見なし，慣習の実態

をまねいていた。も

を無視

ちろん民

なら，共同体の成員

祖伝来の土地及び領

なわち，個別的権利

制をさまざまな形で

政府は慣習法的土地

して土地権の単純化

族によってその実態

が

域

も

受

権

その権

の所

やはり

ける。

を共同

を行った

はさまざ

利

有

，

前

体

た

ま

であるが

ては，地

核家族な

別的権利

先の

，少

縁

どの

の

種

なく

共同

各レ

間の

の権

伝来の領

利対象が

域 ，後

区分さ

ともフィリピンのコ

体全体・共同体の下

ベルがある）の土地権

境界はそれほど明確

利形態にそれぞれ対

ー

位集

が

では

応し

ディ

団

認め

なく

て，

者の個別的権利には

れている。しかしな

先祖

がら，条

レラ諸民族中，ボント

（双系的血縁集団，祭祀

られる。さらに，共同

，相互に変換可能で

前者の共同体的権利

ク

政

体

あ

に

族にお

治集

全体と
（る

は 先

伝来の土地 という

文中で両者の区別は

ように，

それほど

い

団，

個
）。

祖

権

明

確ではな

次に権

という本

られてい

はなく，

く

利

法

な

慣

，あ

確定

の特

い。

習的

習に基づ

態を，

く， 法

土着的土

えて法律上区別して

にいたる手続きであ

徴が現われている。

これは，政府の本法

世界の実際に合致し

扱う

るが

まず

履行

てい

意義

，そ

，こ

の怠

るも

的記憶の及ばぬ昔

地権原 と本法では

から継

認知 認

は認められない。

こにも先住民の自治

の手続きには，開始

慢を容認していると

のである。先祖伝来

を

期

い

の

尊重す

限が設

うわけ

土着的

続的になされている

定しているのであ

土地利用

って， 先

る

け

で

慣

実

祖

伝来の土

概念で

着的土地

よる利用

慣習法

地

先祖

権

は

的

及び

伝来

原

，権利

世界

（領域権原

の土地及び領域 に

は否定されない。そ

が確定していない段

の住民が英文で書か

対す

の領

階

れた

る権

域内

にお

法律

）という

利を確定しないで

の土地とその他資源

いても，制限されるの

の意味を理解するの

新た

いて

の

で

は

な法

も，

外部者

ある。

，そう

律

土

に

簡



単ではな

を，本法

い。もちろん本法

で設置される国家

では，本

先住民委

法の意義について

員 （会

第 章 市場経済化

住民に宣

とマイノリティー

伝する責務

とのほう

手続き

らの慣習

同体内部

が

の

に

で

）に担わせて

，弊害が大きい

開始にあたって

照らして，決定

あろうと，ある

習法上の

知らせず

紛争解決機能の尊

申請を行っても，

はいるが

といわね

，住民は

しておか

いは他の

，期

ばな

まず

なけ

共同

限を定めて拙速

らない。

所有権請求する

ればならない。

体との関係にお

重と活用

は手

を意味している。も

続き上，関係者に

的に事業

領域をあ

それは必

いてであ

を

ら

然

ろ

進めるこ

かじめ自

的に，共

うと，慣

し隣接す

通知する

る共同体に

義務がある。

もし申請

一義的に

が付託さ

罰則規

行為者は

さ

は

れ

定

，

れた境界に関し

，当事者である

ており，外部者

にも自治の尊重

慣習法で裁かれ

きる違反

（残酷な

行為に対してはそ

刑罰や死刑は禁止され

て共同体

共同体の

による判

は現われ

（第る

間で

責務

断を

てい

条

紛争が生じれば

とされる。慣習

極力排除する規

る。その規定

）となっている

れで対処

ている）

でき，ここでも自

。ただし，外部者に

，その紛

法にその

定となっ

では， す

。 先住民

争

判

て

べて

の

解決は第

断の任務

いる。

の違反

間で起

治が尊重

よる違反

されている

行為に対し

ては，そ

外部者

では法人

る。外部

に処分不

れ

に

お

者

可

では対処できな

よる違反行為に

よび行政官によ

がこの二者に限

能な違反行為が

行為とし

深い。企

て特に法人と行政

業法人による違反

いものと

対する罰

る違反行

られるわ

残るが，

思わ

則規

為

けで

それ

れる。

定と考えられる

に対する追加的

はなく，これら

をさておけば，

官による

行為に対

ものに追加的規定を

しては，違反行為主

のが第

罰則が設

の罰則規

本法律に

条

けら

定

対

で，ここ

れてい

では実際

する違反

設けたこ

体の代表

とは，興味

取締役以下

の責任も

い規定と

は，公職

ここに

おける国

追

な

不

本

家

及され，また企

っている。また

適格者として永

法律の特徴が明

の責務は主に，

業活動の

同時に，

久に公職

確に表現

住民自身

免許

行

から

され

によ

の取り消しも罰

政官による違反

追放されること

ているといえ

る優先的土地・

則に含ま

行為に対

が規定さ

る。すなわ

資源利用

れ

する

れ

ち，

を

る，厳し

罰則で

ている。

本法に

妨げるよ



うな外部

伝来の土

者によ

地及び

る土地・資源利用を

領域 内での住民自

制限する

身による

ことに限定されて

自治をそれによって

おり， 先

確保する

祖

も

のとなっ

．評

さて最

て

価

後

いる

と展

に，

る問題点

いので，

を指摘

もっぱ

。

望

本法律の実行可能性という点

しよう。本法律は実

ら法文上からの推察

際には現

とな （る

を含めて，法文上から推察さ

在までほとんど施行
）。

されてい

れ

な

第 点

言い換え

を想定し

こにでも

地縁共同

は

れ

て

当

体

，本

ば，

いる

ては

は形

理の勝る

フィリ

集団が

ピンで

法律においては， 先

土地利用に関して共

，ことである。しか

まる前提ではない。

成せず，クランとい

住

同体

しこ

村落

う半

民

規制

れは

とい

ば地

，土地管理集団とし

は， 先住民 は，程

ての実体

度の差

は地縁共同体を構成

がかなりしっかりし

，第 節で検討した

った一定の領域を共

縁化しているものの

して

て

よ

有

，

いる

いるこ

うに，

してい

血縁的

をもっている場合も

はあれほとんどが定

ある。

着的な農

，

と

ど

る

論

耕

民で地縁

る。しか

リートと

彼らの移

る。彼ら

的

し

呼

動

の

共同

一部

ばれ

領域

土地

社会には

第 点

当ては

は，本

体を形成している。

，採集狩猟および焼

る民族は移動性が高

すべてを 先祖伝来

に対する共同体規制

その

畑を

い。

の

は希

限り

主な

本法

土地

薄で

まらない。

法の目的である 先祖伝来の

で本法律は妥当性を

生業とするアエタあ

律ではそれらも一応

及び領域 認定の対

あるので，本法の前

も

る

カ

象と

提

っては

いはネ

バーし

して

は彼ら

土地及び領域 所有権承認事

い

グ

，

い

の

業

に，期限

までも所

処分する

的利用を

補償に代

が

有

な

積

替

設け

権の

どと

極的

させ

られていないという

不確定状態が続く可

いうことはできない

に推進するために住

るための土地登記法

点に

能性

。こ

民の

と大

つい

は大

の点

権利

きく

てである。期限がな

きく，期限後に強制

は，本法が，土地・

を早急に確定し，そ

違うところである。

いの

的

資

れ

し

でい

に土地

源の経

を金銭

かしな

つ

を

済

的

が



ら同時に

いう国益

， 先祖伝来の土地

の実現を本法にお

及び領域

いて追求

の運用・利用に

している。それに対

第 章 市場経済化

関して，

する権利

とマイノリティー

環境保護と

を確定しな

ければ，

ばならな

第 点

住民の慣

成員の全

そ

い

は

習

員

の国益の実現を

。

，本法の具体的

法にのっとった

一致，あるいは

る。フィ

会 とい

リピンの場合，共

われるように，意

はかるこ

規定の実

問題処理

それに近

とは

行可

は，

い形

できず，本条文

能性である。先

それ自体時間的

での合意に基づ

同体内の

思決定メ

政治メカニズムは

カニズムが明確な形

は非現実

にも触れ

制限はな

く決定過

的

た

く

程

といわね

ように，

，共同体

を重視す

，しばし

をとって

ば 無頭社

おらず外部

者にとっ

土地境界

問題を持

確定され

と考えた

て

の

ち

る

ほ

は非常にわかり

確定という問題

込む害のほうが

ことは，ほとん

うがよい。また手

としては

書の類よ

，慣習法的土地・

りはむしろ，当該住

にくい。

は，共同

勝るので

ど期待し

続き自体

共同

体成

はな

得な

の

体間の問題にお

員にとっては，

かろうか。慣習

いか，あるいは

厄介さがある。所

資源利用

民の生活

を承認する立場から

実態や伝承，文化人

いても同

むしろ無

法にのっ

非常に時

有権を主

様

用

と

間

張

である。

な混乱と

り境界が

がかかる

する根拠

，記述さ

類学的デ

れた公式文

ータなどが

重視され

その労力

は，住民

さらに

自身危険

る

は

の生

第

性

。しかし申請者

はたして利益に

活感覚からすれ

点として，自

はなく，しかも

いう判断

力拡大と

がある，という点

いう，国家にとっ

はそれら

見合うも

ば実効性

治容認の

間接的に

を文

ので

が

裏に

国家

書化して提出し

あろうか。本法

きわめて希薄で

は，慣習法が国

としての平和と

である。

ての負担

少数民族地域での紛

をなくすという意味

なければ

の具体的

あると考

家体制に

経済発展

な

手続

えら

と

に

らない。

き規定

れる。

ってそれ

役立つと

争や反政

で，また

府勢力の勢

，水源域で

の環境保

可能性は

は大きく

な資源を

対する解

全

あ

異

そ

答

が災害を未然に

るであろう。し

なるものであり

の地域から収奪

を本法は用意し

防ぐとい

かし慣習

，慣習法

すること

きれてい

う意

法社

世界

を困

ない

味で，間接的に

会の経済は，現

を尊重すること

難にする。それ

。そのひとつの

経済発展

代の経済

は，経済

らの間に

結果が，

に

成

発

あ

現在

貢献する

長路線と

展に必要

る矛盾に

計画さ



れている

最後に

，サン

，本法

・ロケダム開発であ

の最大の問題点と思

ろう

われる点

（ ）。

を指摘しよう。本法律が，慣習

法と内容

うという

民 対開

同体破壊

して，国

上

形

発

の

家

決定

で権

勢力

防止

に社

しかし，

は新たな

共同体

問題を

的に違う点は，当然

利関係に介入するこ

などの外部者，とい

役割を担わせる本法

会的公正を実現させ

では

と

う図

は，

る役

ある

であ

式で

市場

割を

対共同体，あるいは

生じさせる可能性が

共同体内

高い。

が，国家権力が権利

る。慣習的世界に生

みれば，国家に外部

経済と共同体社会と

与えるものとして評

部の緊張関係におい

の

きる

者

の

価

保証を

先

による

調節者

でき

ては，こ

行

住

共

と

る。

れ

共同体

レラにお

るにして

権力のよ

るもので

間

け

も

う

は

に発

るよ

，ほ

なは

もと

なく，逆

結束がは

にそれ

かられ

生する問題点として

うな慣習法的世界に

とんど同等な共同体

るかに強力な外部権

よりない。永久的解

，次

おい

間に

力に

決が

のよ

ては

おけ

依存

望ま

によって共同体間で

るという有益性もも

ある程度

ち合わせ

うな点が考えられる

，境界紛争は，時に

る潜在的可能性であ

して決まったり保証

れるような排除すべ

。

は

っ

さ

き

コーデ

顕在化

て，国

れたり

要素で

の緊張感と共同体内

ている。共同体間の

部におけ

緊張感は

ィ

す

家

す

は

る

，

紛争や交

起これば

理を導き

視すべき

和のため

通

リ

，

で

の

の阻

スク

結果

はな

文化

したがっ

破壊する

て，国

要因と

害要因となるという

が生じるのであって

的に地域を秩序ある

い。その他にも，祭

装置があり，それが

一面

，無

平和

りな

住民

的な

用な

状態

どの

自治

家が権利を承認する

なりかねないのであ

ことは，

る。

理解では不十分であ

緊張を回避するよう

に保つという積極的

さまざまに定式化さ

の重要な一部を構成

る

に

な

れ

し

。紛争

人々の

働きを

た緊張

ている

自治的秩序を混乱させ，それ

が

心

無

緩

。

を

また，

部に生じ

している

族のムラ

見い出し

共

て

と

で

つ

同体

いる

いう

も，

つあ

内部の緊張関係に及

さまざまな近代的諸

点において，危険で

近代的価値観を身に

る人々も少数ではあ

ぼす

要素

さえ

つけ

るが

影響

が生

ある

，個

いる

であるが，本法律は

み出す緊張関係をま

。筆者の調査してい

人的土地所有権の確

。特に学校の教師な

，

っ

る

保

ど

共同体

たく無

ボント

に利益

の，近

内

視

ク

を

代



的教育を

ィリピン

受けそのなかで生

土地登記法に基づ

活してい

き，個人

る人々にそういう人

的土地所有権の確保

第 章 市場経済化

は多い。

にすでに

とマイノリティー

何人かはフ

努力しはじ

めている

土地所有

する怖れ

コーデ

あるが，

。

権

も

ィ

そ

それらは今のと

登記の可能性を

十分考えられる

レラの場合，自

れはあまりに急

た。確か

域自治創

に一部地域におい

出への運動の盛り

ころ成功

残すこと

。

治区を作

速な自治

して

によ

る試

区建

いないが，本法

って，共同体内

みは，ほぼ失敗

設であったこと

ては，ダ

上がりが

ム開発反対運動の結

あったにしろ，ダム

律は，個

部からの

といって

が大きな

人

崩

よ

原

的近代的

壊を助長

い状況に

因であっ

束を契機

反対とい

とした，地

う課題のみ

に限定さ

課題と自

った。住

党系組織

ンテリ層

れ

治

民

も

も

ていたきらいが

区の意義を住民

を組織すること

，それを割って

，共に成功しな

望してい

区は，住

たということはい

民にとっては上か

あった。

とともに

に，ダム

出た組織

かった。

その

作り

反対

も，

コー

課題がほぼ解決

出すことに，ど

運動での一定の

その他の

ディレラ住民は

えるもの

ら降って

の，法的枠組みとし

沸いたものと受け取

した段階

の勢力も

役割を果

・コーデ

一般的に

で

成

た

ィレ

自

，新たな

功しなか

した共産

ラのイ

治区を要

て国会が

られた。

定めた自治

そして住民

の地域自

なり，そ

果をまね

民にとっ

ちろんい

治

れ

い

て

ち

実現に対する力

がもたらす各種

ている。本法は

，自治区を創出

ばん肝心な点は

慣習的諸

なかから

関係の維持の実践

出てきたものであ

量が蓄え

利権とそ

，その理

する上で

，慣習法

られ

れを

念だ

重要

に基

ていなかったた

めぐる争いばか

けから判断すれ

な道筋を示して

づく共同体，お

であるが

る。彼ら

，この法律は少なく

の生活実践が，ほぼ

め，運動

りが目立

ば，コー

いると思

よび周辺

が

つ

デ

わ

共

上滑りに

という結

ィレラ住

れる。も

同体との

ともそう

そのまま

した現状の

に国法によ

って認知

るし，ま

今日，

われの社

境を保全

さ

た

市

会

し

れたという事実

その時期にきて

場経済がますま

への危機感は，

ながらうまく利

を梃子に

いるよう

す拡大・

慣習法的

用し，持

，住

に思

浸透

自治

続的

民は新たな段階

われる。

してきている現

・自給的生活様

社会を長年維持

へと進む

状から発

式のなか

してきて

こ

生

で

い

とができ

するわれ

，自然環

る 先住



民 とい

現段階に

う存在

おいて

の現代的意義を，わ

， 先住民 地域とい

れわれに

う新し

ますます強く意識さ

いアイデンティティ

せる。こ

ーを創出

の

す

る意義は

価値のあ

市場経済

単に市場

市・市場

，

る

社

経

社

先進

もの

会と

済の

会に

的苦悩を

合，共同

味わっ

体との

国人の勝手な都合か

と認識されつつある

無縁で生きている

まったくの犠牲者で

自ら身を投じ，そこ

らで

とい

先住

ある

で個

はな

って

民

だけ

人主

ている多くの 先住

紐帯を失ってはい

民 がす

ないし，

く， 先住民 自身

よい。確かに今日で

は存在しえない。ま

の存在でもない。部

義の一種の気楽さと

にと

は

た

分

同

って

，都市

彼らは

的には

時に近

でにいる。ただ彼ら

その存続を願って

は多くの

いるので

も，

や

，

都

代

場

あ
（ ）る 。

にさしか

に有効に

は，いか

点で，そ

今や

か

対

に

の

，住

って

処で

地域

理念

題が多いといわ

民自身がなんらかの

いるのであって，そ

きず，自らを崩壊に

自治を強化するかが

は評価されるべきで

手

うし

導

鍵と

あろ

段を

ない

くこ

なる

うが

ざるをえない。

編み出さなければな

かぎり拡大・浸透す

とになりかねない。

。本法律は自治を重

，その有効性という

らな

る

その

視し

点

い段

市場経

ため

てい

では，

階

済

に

る

問

おわ

現在世

オースト

り

界

ラ

に

的に

リア

を認めた

れている

判決が

。パプ

追求される価値の一

で，マボ判決と呼ば

下された。それは，

アニューギニアとの

つと

れる

して

，

オースト

間のトー

， 多様性 がある

（先住民土地権原

ラリアの多文化主義

レス海峡に浮かぶマ

。 年

の象徴に

ーレー諸

に，

）

さ

島

の先住民

住民土地
（ ）る の

採用して

支配開始

が

権

で省

い

期に

，そ

原

略す

た，

オー

の属する州および連

の存在を主張した事

るが，その判決の内

（無主地

ストラリアは無主地

邦政

件

容

）

であ

府を

であ

は，
（ ）

った

相手どって，慣習に

る。経過はすでに紹

それまでオーストラ

理論に基づく事実認

）に過誤があったこ

基

介さ

リア

定

と，

づく

れて

政府

（植

権原

先

い

が

民地

の



消滅した

している

一部の土地を除い

ことを認めるとい

て，コモ

うもので

ン・ロー上の 先住

あった。

第 章 市場経済化

民土地権

とマイノリティー

原 が存続

同じよ

カ最高裁

レラ地方

を相手に

（原

う

に

の

起

な判決は，フィ

よるカリーニョ

一民族であるイ

こした事件で，

）の存在を

これら

を暴くも

の判決は， 無主地

のとして， 画期的

リピンで

諸島政

バロイ族

アメリカ

主張して

はす

府

の原

軍基

，勝

でに 年に出

事件の判決であ

告カリーニョが

地内の土地に自
（ ）訴した 。

を擬制

判決で

して植民を正当化

あると評され，大

されてい

る。これ

アメリカ

分の 土

る

はコ

植

着

。アメリ

ーディ

民地政府

的土地権

した理論

きな反響

の欺まん性

を呼んだ。

しかしそ

ものでは

の判決に

以前の状

（マボ判

れ

な

よ

態

決で

は 無主地 理

い。実際には，

って 土着的土

に戻したわけで

は，原告が求めて

法で政府

民土地権

に付託された権限

原 を消滅させる

論の否定

マボ判決

地権原

はなく，

いた補償

では

の場

の存

せい

金請

あっても，直接

合も，カリーニ

すると認められ

ぜい補償金が支

求部分は却下さ

に基づき

ことがで

，政府の明確なる

きることは，マボ

現状を大

ョ判決の

た土地を

払われた

れた）。し

き

場

，

に

か

く変える

合も，そ

植民地化

すぎない

も，制定

宣言があ

判決中で

れば， 先住

も確認され

た。した

現代社会

とを意味

なかに西

化政策と

が

が

す

欧

も

って， 先住民土

植民地化以前の

るものではない

以外の世界に住

なりうる点に十

それは

を分析し

，程度の差こそあ

た安田は，その結

地権原

先住民の

。逆に，

む人々を

分注意し

の

社会

西欧

認知

なけ

存続を法的に認

そのものに現代

的法体系の

し包摂していこ
（ればならない

れ，自治

びの部分

的法制にも同じこと

で今後の展望として

めたこと

的価値を

寛容さ ，

うという
）。

は，

評

その

，

直接，

価したこ

体系の

新手の同

が言える

，この判

。マボ判決

決の主旨を

発展させ

う，と述

（法

いる。こ
（ ）プ は

る

べ

の

，当

ためには，先住
（ ）ている 。

）は，

法律では 先住

該領域を代表す

民になん

年にマボ

自治的枠

民土地

る法人を

らか

判

組み

権原

組

の自治権を付与

決を受けて制定

をある程度取り

を主張する

織し，それが登

せざるを

された

入れたも

個人ある

記の際の

得

先住

の

いは

名義

ないだろ

民権原

となって

グルー

人とな



り，各級

る。また

政府と

それは

の間で取り交わされ

，慣習法に基づき領

る土地

域内の土

利用に関する協定の

地利用に関する個人

当事者と

やグルー

な

プ

間の調整

原 の内

則・運用

自治を与

また，

を

容

規

え

マ

する

につ

則等

るも

レー

民 自ら

第 節

政治的

で検討

。その法人の具体的

いては詳しく規定さ

の立法を待たなけれ

のだと判断してよい

（シアの 先住民

組

れて

ばな

だろ

織内

いな

らな

う。

）

決定の主体となれる

したフィリピンの

ような，

先住民権

容や性格，また 先

いので，詳細な吟味

いだろうが，枠組み

の立場に立つ

住民

は

と

も

土地

今後の

しては

， 先
（ ）自治 を主張して

利法 も，実効性は

いる 。

ともかく

権

細

，

住

，

法文上に

特に土地

しかし

すなわち

十分考え

表

に

，

ら

わさ

関係

自治

外部

れる

し，また

“創造”

住民

されるこ

れている政策理念か

して 先住民 自身

がすべてを解決す

との関係と内部的諸

。今述べたように，

ら判

に付

るも

関係

自

断す

与さ

ので

にお

治権

自ら望めば という

とによって，創作さ

条件がさ

れた

れば，安田の言う

れた内容となってい

はない。 自治 も

いて，諸刃の剣とな

付与は新手の同化

自

る

二つ

る

手法

治権

。

の側

可能性

にな

まざまな形で外部諸

自主的決定 が慣習

力によっ

的世界を

が

面，

は

る

て

解

体し市場

れは，パ

さらに

ならない

らされる

経

プ

，

。

と

済を

アニ

本来

多数

，社

は差異を

治 を実

，逆に

現して

浸透させることの隠

ューギニアの例でも

自治 は理念上，

民族と市場経済化の

会はアイデンティテ

れ蓑

明ら

内部

圧力

ィー

にな

かで

的多

，激

を形

内側に対しては同一

も，対外的圧力に抗

性を創

するあま

るという恐れが考え

ある。

様性を保証するもの

しい競争と上下の権

成しようとする。外

ら

で

力

側

れる。

なけれ

関係に

に対し

造しようとする。対

り，内部における多

外的に

様性を圧

こ

ば

さ

て

自

殺

し，均質

規模なが

だが，

諸関係を

る法律と

性

ら

あ

国

し

，一

繰り

らか

家が

ては

体性を強調すること

返すことになろう。

じめ法律で慣習法の

規制することは，そ

， マイノリティー

は，

内容

もそ

の

国民

を規

も自

慣習

国家が行ったと同じ

定・固定化し，また

治に反する。国家レ

法を尊重し，自治的

こ

地

ベ

枠組

とを，

域内部

ルにお

みを

小

の

け

用



意するのが妥当であるし，またそれが限界でもあろう。
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注 国

合併
ラ
れた
国会
チン

際連
年
号，
オス
。
の設
タナ

合先住住民作業
月 日（国立国会

年） ペ
では 年に，
年の第 回人民
置など一党独裁
カン・マイ（ 新

資法
で

の制定を皮切りに，
条からなる，非常に

部会 先
図書館調
ージ。
現社会主
革命党大
を維持し
思考 路

住民
査立

義政
会で
なが
線）

族の権利に関す
法考査局 外国

権が成立してか
開放経済への移
らの政治体制の
が採用された。

各種法整
単純な内

備が進んできた。ラ
容で，まだ考慮中の

る国際連合
の立法 第

ら初めて土
行，普通選
変革を主な
その後，
オスの土地
部分もあり

宣

地
挙
内
年

言草案
巻 ，

法が作ら
の実施・
容とする
の外国投

法は，全部
，完全なも

ので
集権
は，
だし
所有
族で
てい

はな
的に
西側
，土
権は
ある
る。

い。その特徴は
管理し，国民に
諸国における単
地の実際の生産
取り消される，
ラオ族はその約
土地法は，まっ

への
れか
ラ

配慮もない。土地法
ら分
オス
配を受けて土地
の場合多数民の

， 土地
分配する
純不動産
活動への
などであ
半分，残
たくそう

はす
，
権に
利用
る。
りの
した

べて国家所有と
分配された土地
似た，自由度の
促進のために，
ラオスの人口約
半分は， から
民族の違いを考

のなかで
を利用する
ラオ族で

はただ，本源的な所
個
も，
人がいるのみであ
山間部で焼畑移

し，国家は
の所有・利
高い権利で
使われてい
万人のう
の少数諸

慮しておら

土
用
あ
な
ち
民
ず

地を中央
・処分権
る， た
い土地の
，多数民
族が占め
，慣習法

有者である
る。
動を生業と

国家と，そ

している少
数民
れの
ある
で，
着的
その

族グ
慣習
多数
彼ら
農耕
水田

ループでも，現
的秩序のなかで
民族ラオ族のほ
の慣習的土地利
民に転換しよう
や常畑化した焼

行し
筆
せら

ている。
者の
れた

調査しているヤ
とはいえ，今の

在のとこ
生きてい
うが，焼
用に承認
としてお
畑地とい

ろ大
ると
畑制
を与
り，
った

多数が程度の差
いう状況にある
限という政府の
えやすい。しか
そうした転換を果
土地利用に承認

オ族の村
ところそ

では
の土

，山中から街道
地利用は依然と

はあれ，と
。確かに定
政策に合致
も政府は，
たした少
を与え，土

も
着
し
移
数民
地

にそれぞ
農耕民で
ているの
動民を定
族には，
証書を発

沿いの盆地
して慣習的

に
秩
定着化さ
序に基づ

いた
来の
実上

焼畑
移動
否定

が大きな部分を
式焼畑はしだい
されているので

占めてい
に不可能
ある。

（

る。
にな

だが移住が認め
り，そうした伝

られていな
統的土地利

）

い
用
以上，本
形態は事



ク
祖を
だ各

ラン
同じ
（
くし

民族によ

）とは，一般に，系
ていると成員によっ
って実情はさまざま

譜関
て観

係を
念さ

に異なり

たどれるか否かにか
れている出自集団を意
，明確で普遍的な定義

かわ
味
らず
する

は不可

，始
。た
能で

ある
棚
察
春
える
棚
察

。
橋
（杉
日直
（
橋
（杉

訓
島敬
樹
同上
訓
島敬

ポリネシア・クック
志編 土地所有の政治
土地はなぜ執着を生
） ページ。
ポリネシア・クック
志編 土地所有の……

諸島
史
むか

諸島
）

にお

──

にお

ける土地問題の淵源─
年，風響社） ペ
フィジーの歴史と現在

ける土地問題の淵源─
ページ。

─
ージ
を

─

歴史
。
通じ

歴史

的省

て考

的省

杉

ロル
研究
馬

島敬
ペ

・パ
所紀
淵東

志
ージ

ルパ
要
一

（ 馬
水
淵東一著
野広祐

序論 土地・身体・
。

“
（

ン・パグサラ 先住民
第 号， 年 月）
コルンおよびファン

文化

大崎
に

・デ

の所

正治
所有
ペ

イク
作集 補巻 年，
インドネシアにおける

社会思想
土地権

有 （杉島編 土地所

？”
・杉浦孝昌・石橋 誠
権は必要か 國学院大
ージ。
著 慣習土地法と国

有の

訳
学

有地

……

，マ
日本

擬制
社） ページ。
転換問題 （水野広祐・重冨真

）

リフ
文化

一編
東南
水
同
水
る。
馬
杉

ア
野，
上論
野，
注
淵
島

ジア
同上
文，
前掲
。
コル
イン

……
加
）
納啓良

の経済開発と土地制度
論文， ページ

ページ。
論文には， 土地基本

ンおよび…… ペ
ドネシアの土地政策

ア
。

法説

ージ
とリ

ジア

明の

。
オ人

ページ。
ジャワの耕地共有制度とその

経済研究所， 年）

覚書第 章（ ） から

の土地権 （杉島編

の

土

ペー

引用

地所

解体過程 （杉島編 土地所

ジ。

とあ

有の

有の
……
杉
開発
ば，
を開
ある
配さ

）
島は
政策

始し
土地
れる

，首
の進
年代
よう
神か
とい

ページ。
長制をなしているフ
行するなかの土着の
初めに，政府はこの
としている。リオ人
ら，首長による儀礼
う仕組みになってい

ロー
土地
地域
の慣
の執
る。

レス
権に
に，
習的
行を
その

島の一民族（リオ人）
ついて考察している。
土地基本法を施行し土
土地権は，土地の元来
仲立ちとして，住民に
分配された土地は，利

に
そ
地
の
利
用

つい
れに
登記
所有
用権
に限

て，
よれ
政策
者で
が分
って



は個
持し
こと

人的
てい

なものである。
るそれぞれの首

で，地域的秩序が保

して共
が，お
れてい

同体
互い

間では，自己の
その伝承に基づ

る。その伝承には，
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そ
長
た

地に対し
領有権を
いに他者

マイノリティー

て
承
伝承を保
認しあう

を貶める言

領
く
互

と

説が
が困
る個
首長
直接
素が
タン

含ま
難で
人的
によ
土地
土地
ト・

れているので，
ある。土地利用
土地所有は表面
る領有権は，し
政策とは関係な
慣習に影響を与
ヒンドゥー・仏

仰を
と民

深めることは，国家
衆との仲立ちによっ

長の領
関して
には非
いに疎
が，慣
ること
という

有権
個人
常に
外さ
習法
があ
五つ

といった問題を
的な慣習の上に
適合的なので，そ
れ，意味を失って
世界の全体性と
る。イスラム・
の公認宗教政策

の反逆
成立し

を意味するととらえ
ている首長の領有権

首
に
的
だ
い
え
教
へ
て

まって話
国家の土
が持ち
くので
う特質か
トリック
下で，土

し
地
込ま
ある
ら
・
地

合うこと
制度であ
れると，
。また，
，他の要
プロテス
神への信

れ，ます
，無力化

ます土地神
させられて

集
，
れ
い
い
カ
の
ら
は

いく
杉
杉
森
経済
水
う報

ので
島
島，
弘之
史学
野は
告を

ある。
インドネシアの
同上論文， ペ
ジャワの 共

会， ，
， 年の時点
紹介している。

水野 インドネシアに

…
ジ。
的占有
年 月
も全国

と

で

ページ。

強制栽培制度
日） ページ
％の土地しか登

ける…… 。

…
ー
同

で

お

社会経済

が済んで

史

い

学 社会

ないとい

（
。
記

藤
冨真

藤
例

本彰
一編

本，
えば

三 マレーシア
東南アジアの

ページ。
前掲論文，
，サラワク州で

る慣習的土地利用が続い

おける経
済開発

ページ
， 年

済
と土

。
統

開発と土地問題の
地制度 アジア

計で，総面積の
いる土地と見なされている。

に
経

は
て

質 （水
済研究所

近くが，

野
，

先

広祐・重
年）

住民によ

変
経

割

本論文は，イギリス起 のコモン・ローと現地慣源 法が同じ習



の
主張
範疇の
してのと

かで共存させられ
る。

ている現な
い

を批判し，両者は相入れな状 もい

林
生き

こ

る人

の資

勲
々と

料は
法の
とす

施行時期
る）を調

生きられた空間 の
地 （杉島編 土地

独立前の 年土

所有
所有

地権

──
の…

原委
，実際の土地所有
したものであるの

権確定事
で，現在

土

，
に
査

プアニューギニアの
） ページ。

会法および 年土地

熱

所

帯雨

有権
（個人的所有権への
法制度の下でのそれ

転換を
とは目

パ
…

員
業
の

に

換
的
す

林

転
目
指

土地
集団
おう
おり
定事
槌
会の

権の
的占
と試
，現
業は
谷智
近

性格
有領
みて
今の
成功
子
代

異なっている。し
を現地住民自ら集
た。したがって，
況と大差ないと考
なかった。
油開発と 伝統
の葛藤 （杉島編

かし
団的
事実
えら

の創
土地

現実
に隣
上慣
れる

造─
所有

が
域
い
状
し
石
と

は当時においても，
部族と交渉して境界
的土地権は集団的に
結局この調査地では

パプアニューギニア
…… ） ペー

部
の
主
，

・
ジ

族ご
確定
張さ
所有

フォ
。

に
接
習
。

─
の

の
行
て
確

社

と
を
れ
権

イ

ブ

きた
枯渇
は募
山進

ーゲ
年代
。わ
し，
らせ
出の

ンビ
から
ずか
残さ
，現
機会

れた
リア

多数とい
の鉱山会

島では，住民の激
地住民の土地を強
補償金は闘争のな
たものは農地を含
は分離独立を訴え
うまく利用して現

し
制収
かで
む環
る運
金獲

い抵抗
用し
獲得
境破
動に
得を

経済的階層分化が
とそれに免許を与

もたらさ
えた中央

ル
現
な
れ
在
を
う
社

もかかわらず鉱山
，銅および金山の開
きたが， 年まで
だけであるという危
で発展している。当
めた少数の住民と，

法
発
に
機
地
土

に基
を行
は資
感を
には
地を

た。住民の大半は，
府，現地住民のなか

オース
から発

に
て
で
壊
ま
進
れ
政

き
て
が
民
鉱
わ
ラ
し

づ
っ
源
住
，
奪
ト
生

てき
重の
本
実施
れて
計画
上で

た小
闘い
法律
機関
いな
（サ
土地

資本
を展
に対
であ
い。
ンロ
所有

階級，また鉱山労
しなければならない
て現在，前最高裁
環境天然資源省も
に現在，コーディ
ダム）の影響が懸
の確立は急務である

働者
状
判事
様子
レラ
念さ
に

とし
況にい
らに
眺め
の南
れて
もかか

家
開
し
る
特
ケ
権

本島からやってきた
っている。
る違憲訴訟が起こさ
状況で，その法律は
地域において，新た
り，立ち退きや補償
らず，それは進ん

人

れ
実
な
を
では

々と

てお
施に
ダム
実施
いな

て
た
よ
の
部
お
わ

三

，
さ
発
る
。

の

り
移
開
す
い



植民
の定義は，本

地化の過程で外来の
法中に与
宗教 文化

えられている。それ
を受け入れず，独
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によれば，
自の文化を

とマイノリティー

は
現在まで保

ち，
てい
うか
今
めぐ
徒の
る。

共同
る。
の認
日で
る紛
ミン
ミン

体的生活様式を
具体的な民族名
定に関して規定
もミンダナオで
争が起きている
ダナオへの大量
ダナオへの経済

年に
織的

始まるフィリピン自
移民は 年であっ

維持して
や地域名
はない。
イスラム
が，それ
移民が大
的利益動

いる
は明

教諸
は今
きな
機に

社会およびそこ
記されておらず

民族とキリスト
世紀になってか
原因であること
基づく移民は，

治法体制
た。戦後

下）に政府の庇護の
は，日本の復興で木

に生きる人
，

教徒民との
らの，低地
は，一般に
アメリカ統

々
で

間
キ
知
治

，とされ
あるかど

で土地を
リスト教
られてい
期（

下で始まり
材需要が伸

，最初の組
び，それが

誘引
バラ
府に
影響
た。
ミン
的土

とな
ハッ
それ
のあ
移民
ダナ
地所

って移民が増加
プ）に対して，
への弾圧を支持
った地域の住民
の急増により共
オのイスラム教
有権をもってい

土地を失っていったので

した。そ
アメリカ
するが，
や投降し
同体的慣
徒住民は
ないとい

れに
（ダ
その
たフ
習に
，土
う理

加えルソン中部
レス政権）は反
対フク団政策の
ク団員を政府は
よって土地の利
地登記法（
由と軍隊による

ある。

での反政府
共政策上フ
一環として
ミンダナオ
用と管理を
年制定）に
威嚇によっ

運
ィ
，
へ
行
基
て

動（フク
リピン政
フク団の
移住させ
ってきた
づく近代
，次々と

締結
注
特定
認を
省回

年
され
に
され
した
状・

など。
リビアのトリポ
た，いわゆるト
も記したように
ていない。しか
トリポリ協定，
省令）から判断

主と
に当

して念頭に置かれて
っては，それらに限

リで，フ
リポリ協定
，本法に
し，歴史
本法の前
して，イ
いたと考
定されない

ィリ
で
おけ
的経
段階
スラ

ピン政府とモロ
ある。
る 先住民 の
過（ 年のイ
をなした 年
ム地域とコーデ

えるのは妥当であろ
ことは言うまでもな

民族解放戦

定義は，地
スラム地域
と 年の環
ィレラが立
う。ただ実
い。

線

域
の
境
法

との間で

・民族が
自治区承
天然資源
に際して

際の法適用

杉
地帯
月）
南
か
解放
府と

浦孝
を中

部ミ
州の
戦線
今な

昌 フィリピン
心に （ アジア
ページ。
ンダナオ自治区
みにて創設され
とは路線を異に
お戦闘を繰り広

年憲法
経済 第

は，
た。その
するモロ
げている

自治
巻

年に
後自
イス
など

区条項の成立過
第 号，アジア

当初予定されて
治区行政を担う
ラム解放戦線は
，混乱状況は収

程──北部
経済研究所

いた 州の
ことになっ
，分離独立
束していな

ル
，

う
た
を
い

ソン山岳
年

ちのわず
モロ民族
掲げて政
。他方コ



ーデ
され
各

ィレ
て，

ラ自
自治

章の見出

治区は， 度にわた
区の成立にはいたって
しのみあげておくと

る住
い
民投
ない。

，第 章

票で自治区基本法案が

一般規定 ，第 章

事実上

用語

否決

の定
義 ，
（
第
域の
章
南部
詳

第

章
境界
先祖
委員
しく

章

文化
確定
伝来
会の
は，

杉
拓殖

浦孝昌
大学海外

先祖伝来の領域に

的統合 ，第 章 国
と承認 ，第 章 権
の土地基金 ，第 章
併合 ，第 章 末尾
以下を参照のこと。

対す

家
利

規定

る権

先住民
実現の
罰則
，で

経済開発の中のフィリ
事情研究所， 年

ピン少
月号）

利 ，第 章 自己統
），第 章 社会的正
委員会 ，第 章 先
ための司法制度と手
，第 章 文化的共同
ある。

治
義と
祖
続き
体

の権
人権
伝来
，

委員

数民族土地権承認
ページ。

（ 海外事

利
，

の領
第
会と

情

拓殖
本
うで
第

（
べて

──
大学
法に
ある

の地

経
海外
おけ
。
章第

理的
範囲
をと

内に存す
おして，

済開発の中のフィリ
事情研究所， 年
る 先祖伝来の領域

条 ）項 ……通

範囲 を言い，そ

ピン
月
（

常

れは

少数
号）

先住

，土
る天然資源によって
法的記憶の及ばぬ昔

構成され
（

民族土地権承認 （
ページ。

）の定義は

民文化共同体ある
）

地 内水 海岸地帯およ

海

，

いは
に
び

外事

以下

先住
属す
それ

， 自身あるい
）から現在

はその
まで，
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